
－ 1 － 

議会基本条例策定代表者会議 

 

○平成２６年３月２７日（木曜日）                場 所  議  場      

 出席議員  １５名 

  座    長  森 戸 洋 子 議員 

  副 座 長        宮 下   誠 議員 

          中 山 克 己 議員          湯 沢 綾 子 議員 

          鈴 木 成 夫 議員          白 井   亨 議員 

          片 山   薫 議員          林   倫 子 議員 

          渡 辺 ふき子 議員          小 林 正 樹 議員 

          斎 藤 康 夫 議員          百 瀬 和 浩 議員 

          水 上 洋 志 議員          五十嵐 京 子 議員 

          板 倉 真 也 議員 

 欠席議員   ０名 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 副 議 長         露 口 哲 治 議員 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 事務局職員出席者 

  議会事務局長    加 藤 明 彦         議会事務局次長          飯 田 治 子 

  議 事 係 長    内 田 雄 介         庶務調査係長    清 水 伸 悟 

  庶 務調査 係          前 坂 悟 史 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午後１時05分開会 

○森戸座長 こんにちは。議会基本条例策定代表

者会議を開会いたします。 

 お手元に次第がございますので、この次第に沿

って進めてまいります。 

 一つは、素案たたき台についてであります。皆

さんから第６条、座長案に対するご意見を頂きま

した。それで、座長案に対するご意見で、正副座

長で協議したことがございますので、そのことに

ついて、皆さんにご報告し、ご意見を頂ければと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 一つは、今回、№24から議論を進めていきます

が、第６条全体の構成を、請願・陳情の取扱を含

めてどういうふうにするかということでありまし

た。これについて、裏面を見ていただくと、正副

座長案でいいよと言ってくださっているのが、み

んなの党、生活者ネットワーク、改革連合、市民

自治こがねい、小金井をおもしろくする会の５会

派です。三角、またバツというのがあります。一

つひとつ、ちょっと解決していきたいと思ってい

ますが、自民党からは、公聴会制度及び参考人制

度を活用するように努めるというのを、第６条の

中に入れ込んでほしいという意見であります。こ

れは、自民党はずっとおっしゃっていることなん

ですね。 

 ただ、この間、この文言について、別立てにす

るか、第６条に入れ込むかということで、皆さん

のご意見を伺っています。それが、２月の議論の

中で、これについて、別立てでいくべきだという

方々の方が多数であるという結論になっているん
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ですね。 

 これは、いつのかと言うと、２月14日の各会派

の意見集約用紙の９というのを見ていただきたい

と思います。ここでも自民党は、第６条の中に入

れてほしいということで、このことについて議論

をしていまして、条立てでいくというのが共産党、

公明党。民主党は持ち帰り。みんなの党、生活者

ネットワーク、それから改革連合、市民自治こが

ねい、斎藤議員は自民党案でいいということだっ

たんですが、小金井をおもしろくする会は、一つ

の項として起こすべきだという、それぞれに伺っ

たときにそういうご意見だったんです。 

 全体、多数が別立てでという声がありまして、

それで、それが一つです。（不規則発言あり）ち

ょっと待ってください、今、説明中なので。 

 併せて、今日、作業班の第２班という資料があ

ります。これは、もう一度、突然で申し訳ないん

ですが、作業部会の方でこういう結論になったと

いうことについてのご説明をいただければと思う

んですが、一応、作業部会としては、盛り込んだ

場合と別立てにした場合という２種類の案を示し

ていただいているという事だと思いまして、これ

らを加味すると、全体的には、この市民の声を反

映させる議会という、この項目ではあるんだけれ

ども、別立てにした方がいいのではないかという

のが、正副座長の結論であります。 

 しかも、公聴会と参考人制度は、地方自治法で

うたわれている文言なので、そういう意味では、

位置付けがちょっと違うのかなというのもあって、

別立てにしたらどうかということにしたいという

のが、正副座長の案です。 

 もし、これが１会派でも反対が出れば不一致に

なります。そのときは、この文言、公聴会、参考

人制度については全部入れないということもある

のかなと思っておりまして、最終的にどうするか

という結論を、皆さんから頂きたいということで

あります。 

○湯沢議員 前の話合いでは、第６条の中に公聴

会、参考人を入れるかどうかというのは、とりあ

えず、第２班の方で、入れる場合と別条立てにし

た場合の条文案を両方作って、それを見てから検

討するんだという結論になっていたと認識してい

るんです。ですから、第２班からの案が出てくる

前に、正副座長案として別条立てにするんだとい

う結論を出した案が出てきたということに、私は

非常に違和感を持っているんですけれども、これ

は、私の元々の認識が違うということなんでしょ

うか。 

○森戸座長 第２班からは、両方で作ってみたと

いうご意見は、前回か前々回、頂いています。そ

れに基づいて、今日、お示ししたこの第２班の作

業班の結果報告が出ていると。第２班では、意見

は一致しなかったということですよね。ちょっと、

斎藤議員、そこの説明をお願いします。 

○斎藤議員 第２班の頂いた検討する課題という

のは、初めから入れた場合と入れない場合の２案

を作るということだったと思います。これは、公

聴会と参考人制度だけをどう扱うのかということ

で、他の条文に関しては、一切触っていない、第

２班に頂いた検討事項ではないという形で、問題

点を絞った上で、あくまでも、この公聴会制度と

参考人制度を第６条の中にそのまま入れた場合と、

別条立てにした場合の２案を検討したということ

であって、どちらか一方にするという結論を出す

という形には至っていないと思います。 

 ですから、この逆三角の２番目、３番目の、第

６条に入れた場合、別立てにした場合ということ、

この二つの結論という形になっております。 

○森戸座長 ということなので、決まる前にとい

うよりも、元々、第２班としてどちらの結論をと

いうことにはなっていなかったということなんで

す。 

 それで、皆さんからのご意見を改めてこの前、

伺って、今日、見ていただくと分かるんですけれ
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ども、入れ込んだ方がいいというご意見は、各会

派からなかったのかなと思っておりまして、ただ、

民主党は持ち帰りで、そのままになっていたのか

なというのもありましたので、ちょっと、もし改

めて、自民党から皆さんのご意見を聞きたいとい

うことであれば、各会派からご意見をいただけれ

ばということです。 

 そのようにしましょうか、別条立てにするか、

この第６条の中に入れ込むかということについて。 

○湯沢議員 すみません、まだちょっと認識がず

れている感じがするんですけれども、第２班は、

入れるのと入れないのと二つの案を作ってきて、

それを、改めてここで検討するということではな

かったということですか。 

○森戸座長 いえ、そういうことではなくて、だ

から、ここで検討していただいていいんです。た

だ、何もなくて、どうしようかということでやる

と、時間だけがかかるので、正副座長としては、

これまでの経過からいって、この結論を受けて、

別条立てにした方がいいと。だから、今日、第２

班の作業結果を出してもらっているわけです。そ

れで、出してもらった上で考えても、やはり、別

条立てにした方がいいのではないかという結論な

んです。それに対して意見があれば、納得できな

いということであれば、言ってほしいということ

なんですね。 

 どうしましょうかということで言うと、議論だ

けになってしまって、まとまらなくなるので、正

副座長のたたき台ですね。例えば、別立てで行く

としても、それから、第６条に入れ込むにしても、

どちらになったとしても、文言は第２班から出た

この文言を尊重していくということになると思う

んです。第２班でない方もいらっしゃるので、こ

の第２班の書き方、記述の仕方に何か問題があれ

ば、どちらかに決めた上で、意見を言っていただ

くことにはなると思うんですけれども。 

 お分かりいただけましたでしょうか。何か、こ

こで無理やり、わっとやるのではなくて。 

○中山議員 私どもの湯沢の方から、今、一定、

質問というか、確認があったんですけれども、多

分、進め方の問題だと認識しています。ですから、

どちらを取り上げて、どうするというのを、今の

段階で決定しているということではないと思うん

ですね。 

 それで、全会一致の原則がありますから、会派

の数が多いからといって、一致しなければ、先ほ

ど言った取扱になるかと思いますので、我々は、

そのご意見を、皆さん方のをお伺いして、納得で

きないところがあれば、納得できない、歩み寄れ

るところがあれば歩み寄れるという形で判断して

いきたいと思います。 

○森戸座長 ということで、それでは、ちょっと

ご意見を、改めてもう一回頂けますか。 

○五十嵐議員 ちょっと、しばらくこの議論から

離れていたので、過去の自分の発言も含めて振り

返るのに、ちょっと時間がかかっているんですけ

れども、確かに、改革連合として、公聴会と参考

人制度に関しては、これを別立てにしたらいいの

ではないかということは言っています。第２班の

提案に関しては、入れた場合はこうですよ、別立

てにした場合はこうですよということだと思うの

で、これはこれで、どっちにするかを議論すれば

いいのかなと思うんですが、ちょっと、今のとこ

ろで、何かすごくこだわって、これを別立てにし

た方がいいと思っているわけでもないというのが

ちょっとありまして、できるだけまとめていくよ

うな方向でという思いもあって、別立てにと考え

ておりましたので、自民党の方から、一緒にした

方がいいという理由、その辺も伺って、ちょっと

考えてみたいというところなんですけれども。 

○湯沢議員 ありがとうございます。私も、別に、

別条立てにこだわるというわけではないんです。

一条、一条見てということではなくて、条例とし

て、全体を見とおしたときに、一緒にした方がお
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さまりがいいのではないかと思うところがありま

して、こちらの、正副座長案を最初に見せていた

だいたんですけれども、ちょっと、市民の方に読

んでいただくには複雑というか、言い方がシンプ

ルではないのかなと思うところが非常にあります。

市民の意見を聞く機会を設けるという同じような

言葉が２回出てきますし、また、意見を聞く機会

を設けると、同じような文章が何回も繰り返され

ているんですね。 

 私、かれこれ10年ぐらい、条文をずっと見てい

るんですけれども、この条文を見ろと言われると、

ちょっとつらいんです。言い方がもって回ってい

るので。私たちが作って、私たちだけが使う条例

であればいいんですけれども、やっぱり、市民の

方に見ていただいて、市民の方にもなるべく親し

んでいただきたいということを考えると、読みや

すい文章でなければいけないというのは、この条

例を作る一番最初から、私の中には強くあります。

条例を作っていく上で、なるべく同じ文章は使わ

ないというのが、やはり、基本だと思いますし、

因数分解していかないといけないのに、どんどん

足し算とか掛け算とかを付け足していって、だら

だら文章が長くなるというのは、私は、それは条

例の本意ではないと思っています。 

 ですから、別立てにこだわるというのではなく

て、もっとシンプルな文章にしたい。皆さんが、

こういう言い回しを入れたいとか、こういう単語

を是非、入れたいんだという思いはすごく分かる

し、理解できるんだけれども、あまり複雑な言い

回しになってしまうと、その条例を市民と共有す

ることはできないと思っているので、なるべくシ

ンプルな条文にしたいという意思から、こういう

案を出させていただいています。 

○中山議員 今、湯沢議員が説明したとおりかと

思います。我々、自由民主党の会派としては、同

様の趣旨で、同じような意見で統一しております。 

○五十嵐議員 ありがとうございます。そういう

意味では、湯沢議員の言っていることも分かるな

という思いがあるんですね。私も、一つひとつ条

文をやっているものですから、何かどうしても、

全体の流れとか、全体でシンプルな言い方になっ

ているかとか、法律の条文として適当なのかとい

うのが、ちょっと不安に思いながらやっていると

ころがありますので、そういう意味では、公聴会

制度及び参考人制度をどのように落したら、全体

的に流れがいいのかというのは、本当は、全体が

でき上がった後にでも、きちんと、一回見直さな

ければいけないかなという思いはずっとあるんで

すね。 

 あと、作業部会、第１部会ですけれども、やっ

ていても、やっぱり、ちょっと視点を変えると、

何かちょっと、今までの議論の中で落ち着きが悪

かったなと思うところもあるので、公聴会制度、

参考人制度をどんな形にしろ入れていくというこ

との確認ができれば、私自身は、別にここで一緒

にすることにそんなにこだわるとか、分けること

にこだわるとかという結論をここで出さなくても

いいのかなという気もするんですけれども、そう

すると、座長はまとめに入るのが大変でしょうか

ね。というふうに、ちょっと感想だけ言っておき

ます。 

○森戸座長 民主党はいかがですか。 

○鈴木議員 今、自民党、湯沢議員のお話と、五

十嵐議員のお話を聞いていて、そうだなと思うと

ころなんですね。というのは、別立てにするか一

つにするかという議論からは、議論がずれている

んじゃないかというところも、自分自身でも思う

んですけれども、ただ、今、言ったように、陳情

の処理について誠実という、みんな議員ですので、

仕事としては一生懸命やるし、誠実にやっている

んですけれども、審査になじまない陳情のときに、

これはどうするのか。本当にここのところで、全

て受理するという前提に立っていますけれども、

もしかしたら、本当にそれでいいのかという疑問
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がいまだにありますし、議会と委員会の提案権の

ところでは、ちょっと、解釈がどうなんだろうな

というところに引っ掛かってしまっているんです。

別に、そういった意味で、ここが、内容が整備で

きれば、別立てでも同じでも構わないのではない

かということなんです。 

○森戸座長 ほかに、いかがでしょうか。 

○斎藤議員 私は、一言だけ、もう一回やった方

がいいんじゃないかということで、それも、特段、

それがそうでなければ反対するとか、そういうこ

とではないのと、座長は、今で言うと、自民党と

正副座長案が何かぶつかっているという形になっ

ているので、私は、方向性は同じだと思っていて、

どちらがどうでなければいけないということでは

ないので、うまく釣り合わせる方法をとっていた

だければなと考えております。 

○中山議員 一定、自民党からの考え方は示させ

ていただきました。 

 それで、今までのご意見をお伺いして、逆に、

自民党と違った形でまとめたいというご意見があ

れば、その理由をお伺いしてみたいとは考えてお

りますが、何かあれば、是非、教えていただけれ

ばと思います。 

○森戸座長 それで、ちょっと自民党に確認した

いのは、請願・陳情については、座長案でいくと、

（１）、（２）と述べているわけですけれども、

これは必要ないということなんでしょうか。自民

党案には、（１）と（２）が入っていないんです。 

○湯沢議員 すみません、ここを具体的に言って

いなかったんですけれども、今の理論とは別の論

点になってしまうかと思うんですが、２項の

（２）で、陳述する機会を設けなければいけない

という義務で規定される形になっているんですが、

ここについて、ちょっと懸念がありまして、今ま

で、そういうことはなかったかもしれないんです

が、この先、陳情について、例えば、いわゆるヘ

イトスピーチであるとか、特定の団体や個人に対

して意見を述べるような内容の陳情があったとき

に、それに、常に必ず、その機会を設けなければ

ならないとする条文をここに置いておいても、全

く、これから問題がないのかというところは、私

としては、ちょっと懸念があるので、皆様に聞い

てみなければいけないと思っていました。 

○白井議員 今の件は、まず、座長の指摘という

か、質問自体、私も実は聞きたかったことなので、

非常に重要な文言が含まれている中で、自民党が

どう考えているかというのは、ちょっとお聞きし

たかったところです。 

 今、湯沢議員がおっしゃったように、ねばなら

ないことに対しての懸念を示されましたけれども、

基本的に、発言の前に委員長から注意事項を述べ

られていて、一定、制する権限を与えられていま

すので、そこは気にしなくていいと思います。 

○森戸座長 そうですね、ここは一致してきたこ

とだったかなと思っていたんですけれども、これ

もだめというようになると、また最初からやり直

しをしなければいけない状況かなと。 

○斎藤議員 ですから、条文を作る上で、今まで

どうやってきたかが大切であって、それを変える

のであれば、議会改革の方でやっていただくとい

うことで、条文を作る以上は、今までやってきた

ことをまずは踏襲していただかないと、議論が前

に進まないということを、再び申し上げさせてい

ただきます。 

○湯沢議員 たたき台の方では、陳述することが

できるとなっていたと思うんですけれども。 

○森戸座長 それが、議論の中でこういうふうに

変わってきたなと。で、委員会協議会でやるか、

委員会、公開の場でやるかという議論もあって、

基本的には、現状を踏襲しようということだった

と思うんです。ただ、条文に協議会と言うことを

入れるのではなくて、基本的には、陳述する機会

をきちんと義務化しておいた方がいいのではない

かということだったかなと思って、こういう言い
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方にしたんですけれども。 

○飯田議会事務局次長 すみません、ちょっと参

考までに。 

 今のご議論でございますが、こちらの市議会ハ

ンドブックの56ページのところに、請願・陳情の

関係の発言申出のところがございます。第５の１

の（２）ですが、こちらでは、発言の機会を設け

るものとするということで、原則論、設けなけれ

ばならないこととほとんど同じ意味ではございま

すけれども、若干、柔らかい言い回しになってい

て、こちらと、もし整合性を取るということであ

れば、設けるものとするという言い方の方がよす

しいのかなとも思います。 

○森戸座長 だから、どちらに合わせるかですよ

ね。ハンドブックはそうだから、そのようにする

のか、議論の中でどうするのかということだと思

うんですけれども。 

 それで、ちょっと、元に戻って申し訳ないんで

すが、広報・広聴について別立てにするというこ

とについては、今、改革連合も民主党も、どちら

も、こだわるものではないということなんですね。

でありますので、ただ、全体的にどうかという懸

念もあるんですね。だから、別立てにしてほしい

というのが多数ということもあるので、現時点で

は別立てにしてみて、もう一回、最後、帰ってみ

たときに、本当にそれでいいのかどうかというこ

とを検討する項目にしておくということでは、ど

うでしょうか。そうしないと、ちょっと、前に進

まないかなということなんです。 

○中山議員 自民党は、もう、理由を申し上げて

いますので、非常に、ここはこだわっているとこ

ろではあるんですね。それで、別立てにして議論

して、納得できないところで一致できなければ、

結局、不一致になってしまいますので、そこら辺

の扱いで、後から自民党、言われてもと言われて

も、ちょっと難しいのかなという点がありまして、

ちょっとそこは悩ましいところではあるかと思い

ます。 

○森戸座長 ただ、２月14日に１回、議論はして

いるんですよ。公聴会と参考人について、別の条

文にするかどうかという問いに対して、各会派か

らご意見を頂いて、先ほど、私が報告した、述べ

たとおりなんですね。また、ここの議論を最初か

らということになると、なかなか進まないかなと。 

○中山議員 座長のやり方についてどうこう言う

つもりはありませんので、座長のやり方で進めて

いただいて結構かと思うんですが、最終段階、自

民党として一致できるかどうかというところがあ

るかと思いますので、そこの点をご了解いただけ

れば、進めていただいて、何ら異議はございませ

ん。ただ、一致できるかどうかはまた別問題であ

りますので。 

○森戸座長 皆さんからご意見があればどうぞ。 

○水上議員 これは、別立てになぜするかという

ことについては、私たちも理由は述べてきたので、

また同じ議論になると時間の無駄かなと思って言

わなかったんですが、一つは、条文を作っていく

ということなので、私たちも、大勢と意見が違っ

た場合は、そんなにこだわる問題でなければ大勢

に従うということで、作り込むというところに協

力していくということでやってきたんです。だか

ら、現時点で言うと、ある程度議論も尽くして、

大勢の意見が出てきたところですので、要するに、

別立てにしていく方が大勢であれば、それに、全

体としては協力していくというのが、必要なこと

ではないかなと私も考えているところなんです。 

 私たちが、なぜ別立てにした方がいいかと言っ

てきたのは、公聴会や参考人制度というのが、確

かに、一般的に言えば、市民の意見を聞くという

ことなんだけれども、果たして、制度としての位

置付けから見たときに、共産党が言ってきたこと

としては、ここに入れ込むのが妥当なのかどうか

ということだったと思うんです。だから、全体、

自民党はなるべくシンプルな文章にしたいという



－ 7 － 

ことで、この中に入れた方がいいということだっ

たと思うんですけれども、そういうところは、是

非、その文言がなくなるわけではないので、全体

に、条文を作っていくということで、お互いに力

を合わせるということで、何とか折り合っていた

だくという形にしていただけないかなという気持

ちです。そうやってやっていかないと、また戻っ

て同じようなことを議論して一致しないというこ

とでやっていると、いつまでたってもできていか

ないということだと思うんです。私たちもそうい

う形で努力していきたいと思いますので、そうい

うふうに、是非、お互い努力していきたいと思い

ます。 

○湯沢議員 別立てにすることに、どうしても抵

抗するという趣旨ではありません。今の、第２班

が出してくださった、別条立てにした場合の条文

案を参考にすると、第６条と第７条とで、意見を

聴取する機会の確保に努めるというのに類似の言

葉が５回も６回も、何回も繰り返されることにな

るというのは、私としては、これはちょっとおか

しい、条例を作る上で、こういうことは避けた方

がいいのではないかという前提があるので、そこ

に配慮していただければ、別立てに絶対に抵抗す

るという趣旨ではありません。 

○中山議員 あと、自民党会派がこの議会基本条

例制定に全く協力していないというわけではあり

ませんので、誤解のないように、この場できちん

と発言させていただきたいと思います。 

 全会一致の原則があるという中で、どうしても

多数会派の意見で押し切るというのであれば、そ

れはやむを得ないのかなというふうには考えてお

りますが、今、私どもの湯沢議員の方から意見さ

せていただきましたように、調整がつけば歩み寄

れるというところはあるかと思いますので、そう

いった点で、小金井市議会は、全会一致の原則と

いうことがあるということで、是非、丁寧に進め

ていただければと思います。 

○斎藤議員 今の言葉で、自民党は、別立てでオ

ーケーだと、私は受け取りました。それであれば、

自民党も案を是非出していただいて、それを検討

してみたいと思います。 

○湯沢議員 すみません、別条の場合の案をこち

らで出すということなんでしょうか。私としては、

文章をまとめていくという観点でいくと、これし

か案が出なかったので、これを主張させていただ

いているのでというようになってしまうんですけ

れども。 

○中山議員 全会一致の原則ということで、もう

議論がすんだから、これで行きましょうという、

歩み寄ってという水上議員のご意見もあったので、

我々としては、湯沢議員の意見も合わせて、調整

がつくところであれば調整していきたいというこ

とであって、斎藤議員のご意見は、ちょっと我々

の趣旨とはずれているかなと思います。 

○白井議員 今の経緯を聞いていますと、基本的

に、何をどこに、どのように盛り込むかという、

その順番のような気がしていまして、何をという

のは、盛り込むこと自体には賛成であって、どこ

に、どのようにというのが、ちょっと意見が分か

れているところなのかなと。 

 どのようにの部分が、調整がつけば、どこにと

いうことも一致できるという話でしたので、どの

ように別立てで盛り込むかを、細かい、湯沢議員

から、努めるみたいな言葉が繰り返し出てくるこ

とが懸念だという意見がありましたので、そこを、

この場でもむのか、今、斎藤議員が提案された、

自民党案を作るか、作業班でやるのか、そこをち

ょっと考えていけばいいのかなと思います。 

○小林議員 湯沢議員の方から、別立てでもとい

うこともありましたので、別立てにしていただい

て、湯沢議員の言われている細かな文言の指摘と

いうことも、いろいろ当たるところもあると思う

ので、作業部会で検討に入ればいいのかなと思い

ます。 
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 中山議員と湯沢議員のお話の趣旨がちょっとず

れているのかなというのもありまして、もしよろ

しければ、副議長の方でご意見をまとめて、少し

見解を頂ければ前に進むのかなと思うんですが。 

○露口副議長 全体を見ていて感じるんですけれ

ども、ここのところは、最初からちょっと、それ

ぞれの、自民党は自民党なりの主義主張が最初か

らあって、全体に、きれいに、シンプルにまとめ

たというのは、私も最初から感じていたんです。

そういう意味では、中身的には、湯沢議員がその

ようなことをきちんとしているんですけれども、

中山議員の方は中山議員の方で、全体との調和み

たいな感じでの議論に入ってしまっているのかな

という気がするんです。 

 だから、聞いていて、ちょっと、あまりこれ以

上行ってしまうと、どつぼにはまるのかなという

気がしないでもないんだけどね。ただ、やはり、

全会派一致ということも、随分と気にしている発

言もあるし、また、内容的に見て、市民とのシン

プルな形で、やっぱり、どちらかというとシンプ

ルでしょう、それは感じるんですね。そこから始

まって、逐条でどうのこうのとか、いろいろな話

も、この間、この会議の中ではありますけれども、

そういう細かいことを決めていくのと、また、全

体の条例としての分かりやすさみたいなものとは、

ある程度分けていくのも必要かなと、私は思って

おりますので、このまま、話を続けていると、ま

た時間がたってしまうので、ちょっと一回、置い

てしまうような仕切りを、座長にお願いできれば

なと思っております。 

○五十嵐議員 湯沢議員がこだわっている、シン

プルにというのは、私は、結構説得力がある言い

方だなと思っていて、かなり共感するんです。だ

から、それは気をつけていかなければいけないな

という思いがあるんですね。 

 ただ、進め方として、さっき座長が言ったよう

に、とりあえず、この段階では分けるという状況

で進めて、ちょっと、全体、後で見て、シンプル

に、そういうところでもう一回見直すというふう

に進めた方がいいのかなという気もするので、進

め方としては、それでいいと思うんですけれども

ね。 

 ちょっと、ここで確認しておきたいのが、陳述

する機会ということなんですね。陳情者からの陳

述する機会を設けたということは、小金井市議会

としては、割と先進的にやってきたことだし、今、

議論になっているのは、それを協議会でやるのか、

委員会でやるのかというのは、議会運営委員会で

やっているんですけれども、とりあえず、陳述す

る機会を設けたというのは、やはり、どこかで触

れておきたいものだと思うんですね。それで、賛

成の人はここにこだわっているというのがある部

分だと思うんです。 

 湯沢議員のおっしゃるように、ヘイトスピーチ

みたいなことを考えると、確かに様々な懸念が出

てくることは、それも分からないでもないんです

けれども、それよりも、その懸念は、別な形で対

応するとして、やっぱり、条文の中に、陳述する

機会を設けるんだということを盛り込んでおきた

いなという思いがどこかに私にもありますし、そ

ういうことが、この提案されたものにこだわる、

賛成する者の思いの中にあるんじゃないかと思い

ますので、それがすっきりし過ぎたために、市民

の意見を聞く機会を設けるという一文だけで、多

分そこが表現されてしまったと思うんですけれど

も、それだと、小金井市議会の言いたい特徴が入

らないかなという部分もあるんですね。 

 だから、すっきりすることはすごく大事なんだ

けれども、やっぱり、ここはちょっと言っておき

たいというのは、その辺が賛成の、丸についてい

る人たちの中にはあるんじゃないかなと、ちょっ

と思っているんですけれども。 

○片山議員 五十嵐議員の意見に賛同します。ま

さにそのとおりだというか、市民の声を反映させ
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る議会というところでの条文の作成として、この

陳情、請願についてを割と詳しく書いていたとい

うこともあると思いますので、基本はそういうと

ころが大事かなと思っているんですが、今は、公

聴会、参考人についてどうするかという話かと思

いますので、それについて、整理の仕方としては、

一番最初に座長がおっしゃったように、とりあえ

ず、今は別立てでやっていくと。また、その後で

見直すということもあり得るというぐらいのこと

でいいのではないかなと思います。 

○宮下副座長 小林議員の方から、作業部会に振

ってはという意見もあったけれども、そのあと、

五十嵐議員からも意見が出て、一応、別立てで進

めてという話があって、自民党も含めて、それで

よければという話になるんだけれども、もし一応、

別立てで進めていこうという話になったときには、

後でもう一回見直すということと、当然、全会一

致が原則ですよという、これは当たり前のことな

んだけれども、この２点はきちんと担保するとい

うことで、前に進めていくというのは、これは一

つの方法かと思うんだけれども。 

○森戸座長 一致できれば第１班ですよね。だか

ら、同じ文言が何回も出てくるというところなど

の記述の仕方は気をつけなければいけないという

のはあると思うんですけれども、しかし、そうな

る場合も、ものによってはあるということも見な

がら、総体的にどうなのかという判断をしていく

ということなんじゃないかと思うんです。 

 だから、事務局に伺うんですが、同じ言葉が何

回も出てきたりとかいうのは、条文上はあまりな

いというふうに見ていいですか。 

○片山議員 多分、作業部会の中でも、そういう

話ももちろん出るとは思うんですが、ただ、やっ

ぱり、全体ができたところでの見直しというのが

あると思うんですよ。だから、とりえず、整理は

一番最後でいいんじゃないかなと思います。前回

を見て、ちょっと変かなと思うところはそのとき

直せばいいということではないでしょうか。 

○森戸座長 ただ、ちょっと湯沢議員の疑問は解

決できていないんですよ。先送りしようというこ

とだけで。ですから、そこはちょっと議論はして

おいた方がいいかなと。 

○宮下副座長 それに関連して、ちょっと言わせ

てもらうと、うちも結局、この条例については、

最高規範であるという表現がこの条文の中に２回

出てくるのはおかしいと、もう冒頭から言ってい

るし、あとは、全体をもう一回、前文から見直す

という場は必要ですよというのは、前からも言っ

ているので、湯沢議員の言った指摘が、新たに出

てきた問題ではないかなと思うんだけれども。 

○森戸座長 ちょっと、事務局、答えられますか。 

○飯田議会事務局次長 分かりやすい条文にして

いくというのは、やはり、こういう条例案文を作

っていく原則になるかと思います。それぞれの思

いで条文をいったん作ってはみたものの、全体を

見直したときに、やはり、ここがちょっと重複し

ているねとか、こことここをまとめたらもっと分

かりやすくなるねということで、まとめていくと

いう作業は、後から当然、やっていただくという

ことでよろしいかと思います。やはり、湯沢議員

がおっしゃるように、市民が見て分かりやすい条

文にしていくという方向性というのは、持ってお

いた方がよろしいのかなとは思います。 

○森戸座長 だから、繰り返し、同じ言葉が、も

しかしたら出てくるかもしれない。市民の言葉を

聞くという言葉が、どこでも、いろいろなところ

に散りばめられる可能性はあると思うんですよ。

ただ、それを全体的に見たときに、違和感がある

のか、分かりにくいのか、分かりやすいのか、一

回作ってみて、その中でもう一回、洗い直すとい

うことなのかなと思うんですけど。そういう作業

ができれば一番いいかなと思うんですけどね。 

 だから、別立てにする場合も、例えば、自民党

の案を取って、第何条になるか分かりませんけれ



－ 10 － 

ども、議会は、公聴会制度及び参考人制度を活用

し、市民等の……、これは違うか。専門的または

政策的、学識もあるんだね。何かそういう言葉を

付けて、機会の確保に努めるという、一つの文章

にまとめることもできるんじゃないかと。 

 第２班から出ているのは、第何条の１項、２項

となっているんですけれども、これを一つの文章

にまとめて別条立てにするということもあるので

はないかということを含めてあるので。 

○片山議員 ただ、第２班の議論の中には、自民

党も入っているので、ここで確認して一致したも

のがここに出てきているんじゃないかというのを

確認したいんですが。 

○中山議員 作業部会の議論というのは、一つで

まとまらなかったんですよ。それで、斎藤班長が、

二つの案で出して、この代表者会議で議論すると

いう話になったと、私は認識しております。 

○斎藤議員 まとまらなかったんじゃなくて、初

めから２案を作るという目的で開いていますので。 

○森戸座長 別条立ての意見については、中山議

員からはご意見はなかったということですか。 

○中山議員 第２班でのときには、その二つを作

るということでしたので、特に、二つ出てくるわ

けですから、そこでは意見はなかったんですけれ

ども、最終的な議論は、ここの、代表者会議でや

って決めるということでしたから、自民党の意見

としては、このような意見を申し上げているとい

うところです。 

○斎藤議員 作業部会で、どこどこの会派がとい

う言い方をしてしまうと、これは代表者会議をた

だ小さくしただけになって、絶対にまとまらない

ので、代表者会議の中でそれぞれ意見は言うけれ

ども、そのときに、その会派は何々と言ったじゃ

ないかという議論は、作業部会ではやらない方が

いいと思います。作業部会の中で、どこの会派が

どう言ったという言い方はしない方がいいと思い

ます。 

○中山議員 それで、大変にしつこくて申し訳な

いんですけれども、全会一致の原則がありますの

で、もし、そこまで言った、言わないということ

で、その場で自民党会派が表明していなかったか

らだめなんだというふうに押し切っていくのであ

れば、一致はできないですね。 

○森戸座長 いえ、すみません、今、作業班の班

長さんからは、そういう議論にはならないだろう

ということを申し上げているので、中山議員、そ

こはお含みおきを。（不規則発言あり）自由なん

だけど、そこは理解していただいて。 

○片山議員 私も、作業部会、第１班の方に入っ

ていますので、そこでは、一応、そこにいる人た

ちで話し合って、ある程度一致したものを結果と

して出しているわけですよね。こういう意見があ

るみたいなことも出しているわけですよ。だから、

第２班のまとめが出てきたので、ここに別条の案

というのが出てきていますから、これは、この第

２班で話し合ったものでまとまっているわけです

よねというふうにお聞きしているわけなんです。 

 だから、改めて、これを一つにまとめるのか、

別立てにするのかというのは、今、ここで決定し

ているわけじゃないけれども、別条の案というの

はここにあるではないかということを、申し上げ

ているということです。 

○中山議員 作業部会での作業については、私の

認識ですと、全員が作業部会のメンバーになって

いるわけではありませんし、その作業部会で出て

きたアウトプットというのは、この代表者会議で

また議論していくことになりますので。また、会

派の意見も変わってくる可能性もありまして、な

かなか、その作業部会単体でとりまとめて、それ

を部会の中で、会派の意見として反映させていく

というのは、ちょっと難しいところもあるのでは

ないかなというふうには認識しているところなん

ですが。 

○森戸座長 分かりました。一応、第２班から、
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第６条の中に入れた場合の条文と、別条立てにし

た場合の条文が出ています。今の議論を聞いてい

て、別状立てにした場合の条文でいくと。ただし、

湯沢議員からは、同じ文言が何回も出ているのは

よろしくないじゃないかというご指摘もあるので、

それを取り入れて、この二つの文章を一つにまと

めて別状立てにするということは、第２班の議論

を踏まえた上で、そういう文章を作るというのは、

新しい提案としてどうなんでしょうか。 

 別条立てにするにしても、公聴会制度を積極的

に活用し、市民等の意見をとあるし、参考人制度

を積極的に活用してうんぬんとある、同じ言葉が

何回も出るよというご意見があったんです。そこ

を一つにまとめることは難しいのかどうかなんで

すね。 

○斎藤議員 公聴会と参考人制度は別の制度なの

で、１本にできる方がいいということであれば、

それを是非、教えていただければと思います。 

 また、別条立てにした場合に、それが、１文の

文章で終わってしまうというのも、ちょっと見栄

えがよくないのかなというのがありまして、また、

意見を聴取するということと、政策的、学識等を

聴取するという形で、それぞれ違うことを言って

いるので、この二つを一緒にするのは、私は、な

かなか難しいと思っているんですけれども、でき

るのであれば、是非、教えていただければと思い

ます。教えていただいた上で、第２班で検討した

と思います。 

○森戸座長 なかなか難しいですよね。 

 では、今、そういう斎藤議員のご意見もあった

んですが、自民党のご意見も取り入れながらと思

ってはみたんですが、斎藤議員のご意見も一理あ

るところがあるので、この第２班の二つの条文で

言ってみるということでどうでしょうか。それで、

もう一回戻ってみるという、仮置きでね。 

 自民党は、どうしてもここは一緒の方がいいと

いうことではなかったかなと思うので、とりあえ

ず進んでみて。 

○白井議員 時系列で見ていくと、恐らく、この

第２班が作業した日の後に座長案が出てきたので

はないかと思うんです。要するに、これだけ努め

るという言葉が並ぶということが、第２班の作業

の流れでは想定できなかったんですね。だから、

湯沢議員がおっしゃるように、シンプルにすると

か、同じような言葉が出てくる、こういった読み

にくい条文は避けるというのは、ごもっともな話

なので、とは言っても、それをやりだしたらきり

がないところもありますので、さっき言ったよう

に、何をどこに、どのようにという観点で考える

と、何をというのはもう、コンテンツとしては一

致しているわけですから、いったん、別立てで置

いた中で進めると。当然、ほかの条文もそうです

けれども、結局、絵を書くときでも何でもそうで

すね、アウトラインを書いて、大体、大枠を作っ

た中で、細かいところを描いていくという形だと

思うんです。だから、一個一個の条文で細かいと

ころを精査していくと、その精査の仕方も多分、

条によって精査の仕方も違ってしまうと、結局、

また、おしなべて全体を見たときに、そういうこ

とが生じることも多いと思いますので、私として

は、いったん、これは確定ではないという前提で、

精査する前提で、これで仮置きして進めてはどう

かと思いますが、いかがでしょうか。 

○森戸座長 どうでしょうか、自民党。 

○湯沢議員 仮置きというのは構わないです。た

だ、これまで、この会議の中で、後で見直しまし

ょうと言って、見直しが許されたことは一度もな

かったので、後で見直すということは、是非、お

願いしたいというか、今、一条一条やっている部

分があるので、その条文の流れというか、全体を

整理する機会は、必ず必要だと思うんですよ。そ

の段階の方がむしろ、私としては、大事な段階だ

と思っているので、そこは必ずお願いしますとい

うことだけ、申し上げておきます。 
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○宮下副座長 ちょっと、誤解があるといけない

ので、そういう、湯沢議員みたいな認識を持って

いらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、

実際は、さっきも言ったように、前文も確定して

いませんし、もう一回全体を見直しますよという

ことも言っているし、何回も言うように、同じ言

葉が２回出てくるのはおかしいということも、私

も言っているし、ですから、そういうのはまだ担

保されていますので。 

○森戸座長 見直してこなかったと言われると、

まあ、そこは感覚の違いなのかもしれませんね。

お互いに認識の違いがあるということで。 

 それで、本当は、第１班の方からも出ているも

のについて、前文も含めて提出していただいてい

ます。ただ、ちょっと正副委員長でそこまで時間

がいかなくて、次回、今日も２時間半ぐらい、正

副でかけてやっていますので、きちんと皆さんに

お示しできるようにしていきたいと思うので、ち

ょっと、棚上げになっているんですけれども、そ

れはご理解いただければと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 では、すみません、そういうことで、一応、別

立てにするということを一つ、確認しました。た

だし、これは仮置きだということですね。だから、

事務局、作るときに、確定したところはいつも下

線を引きますよね。特別に点線でやっていただけ

ないかと。仮置き用の印が分かるようにお願いし

たいと思います。 

○小林議員 今、座長の方でそのように言われた

んですけれども、文言整理は第１班の方が請け負

っていますので、そういった意味では、全部が点

線と言えば点線なので、あまり特別に扱う……、

大事なご意見ということを申し送っていただいて、

全部見直すし。 

○森戸座長 不一致があるけど、とりあえずここ

で一致させて、前に進もうという意味の、何か分

かるような印ということで、すみません。 

 それで、あとは、自民党は、（１）と（２）は

必要ないということになっているんですね。その

点は、先ほど五十嵐議員からも、賛成している人

たちの思いがあるというお話もあって、その辺り

はいかがでしょうか。五十嵐議員とかからのご意

見を聞いて、自民党の方で、何かご意見があれば。 

○中山議員 ちょっと、会派の中で議論していな

いのであれなんですけれども、私、五十嵐議員の

ご意見は、別に否定するつもりは全くありません。 

 それで、参考人招致とか公聴会に関しては、い

わゆる既存の法律で規定されているものですから、

あえて、議会基本条例に、どういう形で取り組ん

でいくかというところの中で、私は、シンプルに

という会派全体の方針を考えると、あえてそこま

でこだわって入れなくても願意は満たされている

んじゃないかなと思うんですが、ただ、条文の中

に明記することがどうしても重要なんだという方

のご意見も当然分かりますので、そこは、どうい

う扱いにしていくのかというのは、悩ましいとこ

ろではあるかなと思います。 

○森戸座長 悩ましいところであって、例えば、

会派でもう一回持ち帰って検討するということが

できるのか。 

○中山議員 自民党としては、今、分けるか分け

ないかの議論はあったんですが、基本的に、この

代替案として提示している文章が、一番望ましい

というふうには考えてはいるんですね。 

 ですから、そういうロジックでいきますと、あ

えて明記までする必要はないというか、願意を満

たせているという意味では、シンプルにやっても

いいんじゃないかなとは思ってはいます。 

○斎藤議員 すみません、中山議員、その第６条

の、今、自民党の第２項の、公聴会、参考人制度

は別条に置くけれども、第１項の請願・陳情に関

しては、座長案の（１）、（２）みたいな分け方

は要らない、もしくは、陳述に関しては、特段、

明記する必要はないという意見と受け取ってよろ
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しいんでしょうか。 

○湯沢議員 ちょっと、二つに分けて意見を言わ

せていただきたいんですけれども、まず、陳述す

る機会を設けなければいけないという、中身に関

しては、先ほど、ハンドブックの方で、ものとす

るという記述があるという話もありましたので、

自民党としては、「なければならない」ではなく

て、「ものとする」という記述にとどめたいとい

う主張をさせていただきたいと思います。 

 ２点目として、条文の並べ方というか、形式的

なものとしては、２項がこうなって、その下に号

があるわけなんですけれども、柱書きがこうあっ

て、その下に号が、このように並ぶのは、正直、

ちょっとおかしいなというところはあるんですが、

それは形式的なことでありますので、作業部会の

方で述べさせていただきたいと思います。今の話

の流れからいくと、作業部会でということになる

内容だと思います。 

○森戸座長 ちょっと、まだ作業部会ではないか

なと。ここで言ってもらった方がいいかな。 

○湯沢議員 内容についてということですよね。 

○森戸座長 そうですね。 

○湯沢議員 ちょっと、この文章について精査し

ていないんですけれども、項があって、その下の

柱書きがありますよね。その下の号で、また主語

から始まるというのはおかしいのではないかと、

まず、１点目は思っています。 

○森戸座長 それは、直すことはできるんですよ。

おっしゃることはそのとおりなので。問題は、そ

れがあるから、これは削除すべきだということな

のか、入れ込んでもいいけれども、そういう細か

い文言の問題があるということなのか、どちらか

ということなんですね。これでいいかどうかとい

うのは、また一致すれば第１班に渡しますからね。 

 それで、項立てで号が入るというのは、普通の

条文でもある話で、決しておかしいということに

はならない。 

○湯沢議員 そういうことを言っているのではな

くて、それはもちろんあるんですけれども、項立

てがあって、柱書きがあって、号立てがあって、

その下が主語から始まるのがおかしいということ

を言っているんです。 

○森戸座長 どういうことですか。主語というの

は、「議会は」ということでということでしょう。 

○湯沢議員 そうです。 

○森戸座長 だから、それは、取ればいいわけで

しょう。取ったら賛成できるということですか。 

○湯沢議員 ちょっと、そこら辺の形式について

は、こっちもどこかで整理をさせていただきたい

と思います。それで、案を出します。 

○片山議員 というか、この自民党の案として出

ているのが、ここに書いてあるわけですよね、代

替案として、第６条として、１、２、３と出てい

るわけじゃないですか。だから、これを主張され

ているわけですよね。座長の案には賛同できない

ということで、こういったものを出しているのか

なというふうに、私も受け取っているわけなんで

すが、それが、なぜ請願・陳情についての議論が

あって、このような分け方をしながら作ってきた

ものだと思っているんですけれども、それについ

て、反対されるような意見があるのだったら、そ

れを今、聞きたいと思っているわけなんですが。 

○森戸座長 それは、さっき中山議員が、入れる

ほどのものではない、もう既に願意が満たされて

いるんだから入れなくてもいいんじゃいかという

意見はあったんですね。意見はあったんだけれど

も、五十嵐議員が代弁しておっしゃってくださっ

たのかなと思うんですが、やっぱり、ここに小金

井市議会の特徴があるんじゃないかと。だから、

それはやっぱり条文化をきちんとしておいた方が、

内外に、市民に示す上でも必要なんじゃないかと

いうご趣旨の発言があったかなと思っていて、で

すから、片山議員がおっしゃるように、自民党案

は、この（１）、（２）はないから、片山議員の
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言うご議論も出てくるのは当然のことだと思うの

で、だから、自民党の中で、この（１）、（２）

はまだ議論されていないということなんですか。 

 だから、そこら辺を整理していただいて、（不

規則発言あり）代案を出す。ただ、代案を出すと

いうか、入れ込むことに一致すれば、あとは第１

班で精査していただければいいんですよ。 

○湯沢議員 さっきも申し上げたんですけれども、

まず、内容として自民党が気になっているのは、

陳述する機会を設けなければいけないという、そ

の「なければならない」の部分なんです。 

○森戸座長 「ものとする」でもいいんです、そ

れは。 

○湯沢議員 内容の意味合いとしてはそうで、あ

と、単純な形式論の話として、さっき座長がおっ

しゃって、項立てがあって、号立てであって、そ

れでいいのかというのは、ちょっと、これはおか

しいと。内容はいいんです。内容はいいので、単

純な言葉の並べ方というところで、ちょっと、こ

ちらも考えさせていただきたいということです。 

○森戸座長 内容はいいと。それでね、例えば、

小金井市会議規則、請願の審査報告というのがあ

って、第１項があって、第１号、第２号とあるわ

けですよ。それで、第２項という形で進んでいっ

ているわけで、もちろん、主語が「議会は」とい

うのがあるのがおかしいというのであれば、それ

は取ればいい話。問題は、この二つの項目をこの

条文の中に入れ込むかどうか、そこで一致しない

と、第１班に移せないので、そこをちょっと伺っ

ているんですね。 

○湯沢議員 だから、内容としては、別に異論を

言うものではありません。どの部分ですか。 

○森戸座長 （１）（２）。ただ、自民党の案で

は、片山委員がおっしゃるように、（１）（２）

がないんですよ。ということは、要らないという

ことなのかなと。 

○湯沢議員 自民党は、意味合いとして、違うこ

とを言っているつもりはないんですよ。だから、

要るか要らないかと聞かれると、ちょっと困って

しまっていて、意味合いとしては、同じことを言

っているつもりなんです。単純に違うのは、条文

の並べ方だとか、言い回しだと認識しているんで

す。１号で言えば、審査に当たって、必要に応じ

て市民の意見を聞く機会を設けると言っているわ

けで、別に異論を唱えるような内容はないですよ。 

○森戸座長 では、条文の中に入れ込んでもいい

ということですね。 

○湯沢議員 何か、趣旨がちょっとずれているん

ですよ。すみません、私も理解が及んでいないの

かもしれないんですけれども、入れ込む。 

○森戸座長 条文の中に、この（１）と（２）の

内容の趣旨を。 

○湯沢議員 趣旨はもちろん、こっちも最初から

入れているつもりですし。 

○森戸座長 自民党の裏面の案では、議会は、議

案、請願及び陳情を誠実に処理しなければならな

いという、これだけなんですよ。 

○百瀬議員 この座長案なんですけれども、先ほ

ど、五十嵐議員がおっしゃっていたように、要は、

市長から出てきた議案と、請願・陳情は分けて、

それぞれ意味が違うでしょうということを、ここ

で強調したいのが、この座長案であって、湯沢議

員のおっしゃっている、この自民党案だと、結局、

シンプルでいいんですけれども、それぞれの意味

合いが違うものが同列に並んでいるということに

対する懸念があるので、こちらの方としては、細

かい、市民の意見を聞く機会を設けるとか、陳述

する機会を設けなければならないという、この後

の文章は別にして、要は、趣旨として、市長が出

してきた議案と請願・陳情は違うということを、

ここで整理すればいいのではないかと。そういう

認識を整理すればいいんじゃないかと思うんです

けれども。 

○森戸座長 副議長は、何かありますか。 
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○露口副議長 恐らく、はたでお聞きしていまし

て、自民党案の中には、例えば、今、言った第６

条の第１項、議会は議案、請願・陳情という、誠

実に処理しなければならないというのがあったわ

けですけれども、提案の座長案、副座長案の中で

は、これを、言ってみれば請願・陳情の処理に関

して、悪い言い方をすると、こと細かく市民の意

見を聞く機会とか、陳述する機会、これは、五十

嵐議員の方からも、大切な小金井市の議会の特徴

だと言われたんですけれども、これもひっくるめ

た中での、自民党案の条文だと、私は解せるんで

すね。 

 それと、やっぱり、湯沢議員がおっしゃってい

るように、座長もおっしゃいました、それから、

斎藤議員もおっしゃいましたけれども、文言は後

から変えていくとおっしゃいましたけれども、あ

まりにも、このままだと、「議会は、議会は」で、

条文も、その後の（１）のところも議会は、議会

はと始まっているので、号のところの（１）は、

市民の意見を聞く機会ということだけですよね。

号の２の方では、さっき言われている陳述という

こと。この中の二つのことを、どのように一言で

表現しているかというのを、自民党はおっしゃっ

ているので、なおかつ、全体としては、いや、そ

れは違うだろう、個々に書いた方がいいんじゃな

いかというような、そのように感じるんです。 

 だから、お互い、このことに関しては、言える

のは、恐らく自民党も、基本的には入れることに

は納得しているんでしょうけれども、こういう書

き方でいいのというのが疑問なんだと思うんです。

ただ、その書き方に関しては、座長も斎藤議員も

おっしゃったように、それは後のことだというこ

とだから、そう言われてしまうと、また納得いく

のかと。 

 その中で、やっぱり、中山議員が言っているよ

うに、後々、また元に戻ってこれも修正できるん

だよということを担保すれば、これはそのまま進

められるんじゃないですか。 

○中山議員 多分、ちょっと、会派の中でまだ、

この件については議論する必要があるとは思って

いるんですが、私が申し上げたのは、自由民主党

の第６条の案をお出ししている、２項ですね、議

会は公聴会制度及び参考人制度を活用するよう努

めるという、この中に、今、斎藤議員がおっしゃ

った第２項の１号、２号が（不規則発言あり）違

う、じゃ、私、誤解していたかもしれないですね。 

○森戸座長 それで、今、百瀬議員がおっしゃっ

てくださったんだけれども、経過としては、当初

は、市民と議会との関係の中に、市民の声を反映

させる議会というところで、議会は、議案、請

願・陳情の審議・審査をするに当たって、誠実に

処理するものとし、というのが、当初の、これま

での、改選前のところで出てきた案だったんです。

しかし、その後に、第８条で請願・陳情という項

目があって、議会は誠実に審査するとなっていて、

同じことが繰り返されるということで、これは、

一緒にした方がいいんじゃないかということにな

ったんです。それで、ただ、議案と請願・陳情は

違うので、それは分けた方がいいねということで、

議案は議案の項目、そして、請願・陳情は請願・

陳情の項目にしたと。なおかつ、陳述することが

できるという言葉は、きちんと入れた方がいいと

いうのが、委員会全体の合意だったし、だったと

思っているんですけどね、私は。それと、必要に

応じて市民の意見を聞く会というのも、これは条

文の中に入っていたので、前の条文の第６条第３

項で、市民等の意見を聞く機会を設けるという言

葉が入っていたので、それを一緒にして、また更

に議案と請願を分けてまとめた案が、この正副座

長案だったんです。だから、これはかなりシンプ

ルにしたんですよ。 

 そういう意味で、この（１）と（２）について、

盛り込むことに同意していただけるかどうかとい

うことになってくるのかなと思うんですね。 
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○湯沢議員 さっき百瀬議員にまとめていただい

て、やっと理解ができました。すみません、多分、

全体のところの認識が違っていて、これは私の個

人的な認識でもあるんですけれども、全くイデオ

ロギーと関係なく、非常に形式的な話として、後

半が一緒の文だと、前半はまとめるという認識な

んですよ。普通の法令の法文法でいけばというこ

とです。それが、私が思っていた前提なんですよ。

ただ、更に、正直なところ、ここを強調したいか

ら、別の条にすることで強調するというのも、私

にはよく、うまく理解ができなくて、法令なんだ

から、条文に書いていれば、意味として同じで、

もっとドライなものだという前提の認識なんです

ね。私の法律家としての、客観的な法文法の認識

に対する理解です。 

 ただ、今、伺うと、そういうことではなくて、

一人ひとりの議員の思いとして、請願・陳情とい

うのを違う条立てにしたいという思いがあって、

そうしたいということなんですね。それに対して

は、別段、特に異論を述べることではないと、今、

思いました。 

○森戸座長 それで、結論的にはどうなりますか。 

○湯沢議員 なので、請願・陳情を別の条にする

ことに同意できるかということですよね。 

○森戸座長 別の項ですね。 

○湯沢議員 項立てにするということ、それに関

しては、はい、構わないです。条例というものは

そういうものなんだなというのを、今の議論を聞

いて、そうなんだろうと思います。 

○森戸座長 以前、次長から説明があったように、

他市も、何か、法文を見ると、いろいろ、それぞ

れの思いが入った条文になっていると。だから、

決して、私も法律家じゃないからよく分からない

んですけれども、法文の基準とか何とか、あると

は思うんだけれども、それどおりには行っていな

いというのは、多分、あるだろうと思うんですね。 

 最終、庶務調査係で更に精査していただいて、

やっぱり、これはおかしいとかいうところは、専

門家に委ねなければいけないところはあると思う

んですが、全体としては、皆さんの議論の積み重

ねで来ているところもあるので、それで行くとい

うことで、よろしいですか。 

 では、（１）と（２）はこのままで行くという

ことで、よろしいですか。それは確認させていた

だきます。 

 次に、では、自民党のバツというのは、三角ぐ

らいに格上げされたかな。 

○湯沢議員 そうですね、趣旨として異なること

を言っているものではないです。 

○森戸座長 はい、分かりました。 

 次に、共産党から三角が出ています。市民から

の政策提案等という、等を入れた方がいいという

ことで、これは、第２項ですね。これは、ちょっ

と、新しい提案なので、共産党の方から言っても

らった方がいいのかな。 

○水上議員 これは、ここに書いてあるとおりで、

請願については、憲法で規定されていて、単純に、

政策提案とだけは言いにくいんじゃないかという

ことで、要するに、市民からの要求とか要望とい

う面もあるわけですよね。だから、等という言葉

も入れておいた方がいいんじゃないかということ

です。 

○森戸座長 ということでありまして、これは、

等を入れておいた方がいいのかなというのが、正

副座長の判断です。 

 入れたいと思うんですが、どうでしょうか。い

いですか。 

○斎藤議員 これは、政策提案として、議会が受

け取るということなんですよね。全く政策提案だ

と、そういう意味で言えば、文言としてあてはめ

るとすれば、これは要らないんですよ。請願・陳

情について誠実に審査するものとするでいいじゃ

ないですか。それを、政策として、我々は受け取

るんですよという意味として、私、受け取ってい
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るので、別にここで等なんか入れる必要は、私は

ないと思います。 

 でも、こだわりません。大勢には従います。 

○森戸座長 いや、私たちも、そんなにこだわら

ないですね。では、要らないでいいですか。共産

党の意見も却下です。 

 では、次に公明党の案であります。一つの案と

して、この条文に、第４項として追加をし、議会

報告会を第６条に盛り込んだ方がいいというご意

見であります。これは、議会報告会という、一つ

の目玉なんですよね。なので、座長のお膝元の案

ではありますけれども、できれば、別立てで、正

副座長としてはいきたいと思っているんですが。 

 先に意見を、公明党、どうぞ。 

○小林議員 議会報告会自体が、実施計画という

か、すごく具体的な話なので、それが条として載

っているのが、バランスが悪いのではないかとい

うところから、うちの提案が始まっているんです

けれども、内容としても、まだなかなか落としど

ころがついていないような内容で、実施すること

は決まってはいるわけですけれども、そういった

内容を、あまり、どんと書くというのもどうなの

かなというのが、いまだに懸念はしています。 

 いろいろ、議論している中で、納めどころのい

い条というのが出てきたので、そういう中に入れ

ることで、決して、地位を下げるものではなく、

バランスが取れるのかなというのは、今日の時点

では持ってきました。 

○森戸座長 それで、すみません、私が、何か共

産党のだけはどうぞとか言って、ごめんなさいね。

不公正な運営をしておりまして。 

 それで、今、公明党からご意見があったんです

が、これは、２月24日の各会派の意見集約用紙を

見ていただきたいんです。№23です。これを見る

と、公明党は、第６条に含めるべきだということ

で、Ａ案。Ｃ案、別立て、第８条とするというこ

とが、７会派から出ています。みんなの党と小金

井をおもしろくする会は、第７条で述べるべきだ

と。広報・広聴に入れるべきだというご意見だっ

たんですね。ここはそういう意見でありますが。 

○斎藤議員 この第６条は、結果的に、第１項が

議案、第２項が請願・陳情、第３項が議員提案、

議員案という形で、うまく結果的にまとまったん

ですね。ですから、これはもう、これで完結して

いるかなという気がしているんですね。 

 そうすると、条の前の括弧書きがこれでいいの

かなという気も、ちょっとしないではないんです

が。第６条は３項目でまとめたらいいのではない

かと私は思っています。 

○森戸座長 そういうご意見ですが。よろしいで

すか。 

○小林議員 今、コメントを言っておきますけれ

ども、斎藤議員が言われたんですけれども、私た

ちの提案しているところの条が、いろいろ変わっ

ていっているので、以前の意見とずれていて、今

日の会議の中でおさまりがついてきている第６条

に入れるという意味ではないですね。広報・広聴

か……、（不規則発言あり）そうそう、というこ

となんです。請願・陳情のところに入れるという

ことではないんですね。ただ、条として立ててお

くのはどうかということが、一番の大きなところ

でございますので、それは確認しておきます。 

○森戸座長 広報・広聴ということですね。 

○小林議員 これも、もし、私たちだけの今の意

見であるということであれば、条というのは、聞

いてみればそうだなということが、今、ご意見が

あるところがあれば聞いておきたいですけれども、

そうでなければ、少なくとも項として入れるとい

うことは反対はしておりませんので、後で全体を

見渡したところで、まだ意見があれば言わせてい

ただければ、それで結構ですけれども。 

○森戸座長 では、そういうことでよろしいです

か。 

 では、とりあえず、別立ての項にして、ここに
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盛り込むつもりではなかったということですよね。

広報・広聴ということですね。分かりました。 

 続きまして、民主党なんですが、ちょっと、こ

の２点について、説明をお願いします。 

○鈴木議員 今までの議論の中で、正副座長案の

中で、一つひとつの文言についての意見を述べさ

せていただいているもので、全体の構成は正副座

長案でいいのではないかということでの、そうい

う前提での意見ということです。 

 例えば、それが今、ここに書いてあるとおりで、

そういうことで書かせてもらった意見ということ

です。 

○森戸座長 それで、正副座長で話合いをしまし

て、一つには、誠実にというのは、これは、違和

感があるんだけれども、しかし、湯沢議員からも

ご意見があったと記憶しているんですけれども、

誠実にという言葉は法文上も使われる言葉である

と。適切にというのは、なかなか、これは使われ

ないけれども、誠実にというのは法文上も使われ

るケースがあるのでいいのではないかというご意

見もありまして、事務局も……。 

○飯田議会事務局次長 適切、誠実の文言の使用

でございますが、地方自治法でこの誠実と適切が

使われているかどうか、ちょっと調べさせていた

だきました。例えば、地方自治法の第138条の２

のところでございますが、こちらの最後の方に、

自らの判断と責任において誠実に管理し、及び執

行する義務を負うというような形で、誠実という

言葉が使われております。それから、同じく地方

自治法の第252条の17の５でございますけれども、

こちらも、組織及び運営の合理化に関する助言及

び勧告並びに資料の提出の要求のところでござい

ますが、こちらも、普通地方公共団体に対し、適

切と認める技術的な助言もしくは勧告をしという

ことで、やはり、適切という言葉は地方自治法で

も使われているところでございます。 

○森戸座長 適切もあるということですね。分か

りました。 

 ただ、同じ言葉が何回も繰り返されると分かり

づらいので、誠実に限るというのは、これはいい

のではないかということです。 

 それから、第３項の、議会は、というのは、条

例を提案するのは議員もしくは委員会なんだから、

議員または委員会はとしたらどうかということな

んですね。これは、たしかにそういうことがある

かなと思いまして、次のように文言を直したらど

うかというご提案をさせていただきたいと思いま

す。 

 これは、議会は、はそのままなんですか。議会

は、議員または委員会が条例等の政策提案をする

に当たって……、あとは同じです。条例等の前に、

議員または委員会が、を付けていただく。関係者

等というのは、市民に直したらどうかと。市民と

の懇談などの手段により、経験を聞く機会を設け

るよう努めるものとすると。 

 それで、今、委員会がと言いました。地方自治

法の改正があって、委員会が条例提案をすること

はできるようになったんですね。現状は、例えば、

請願・陳情を採択して、委員会の委員名で提案議

員となって、意見書を提出するとありますね。た

だ、これを委員長も含めて提案議員になって、委

員会として提案することもできるようにというこ

となんですよ。ただ、小金井市議会は、今はそう

していない、委員長は入れていない。だから、も

し、委員会はというようになると、そこの部分は、

議会運営委員会で議論する必要がある部分ではあ

るんですけれども、ただ、地方自治法はもう改正

されているので、委員会という言葉を入れること

は問題がないのではないかなということが、ちょ

っと、事務局と話し合った結論なんです。 

 ということで、一応、議員または委員会がとい

う言葉を入れさせていただくと。あとは、ちょっ

と議会運営委員会で、議案の提案の方法などにつ

いて議論していただくということかなと思うんで



－ 19 － 

すけれども。 

 これは、議会が、議員や委員会の提案した政策

提案の条例提案などについて、市民の懇談やパブ

リックコメントの話もありましたけれども、そう

いう、意見を聞く機会を設けよう努めるものとす

るという意味で、この「議会は」というのは残し

ておいた方がいいということですね。 

○鈴木議員 今の座長のご提案でいいんじゃない

かと思います。 

○森戸座長 よろしいでしょうか。 

○宮下副座長 今のでまとまっているので、いい

と思うんですけれども、一応、この条文提案の用

紙の下のところに書いてあるんですけれども、誠

実に、については、逐条解説でこのように述べる

ということが、一応、書いてありますので、それ

は、うちの方として。 

○鈴木議員 もう一回、この条文、今の提案のと

ころを、ゆっくり言っていただけますか。 

○森戸座長 議会は、議員または委員会が、を入

れる、それだけです。 

 よろしいですか。 

 それでは、第６条はまとまりましたでしょうか。

では、第１班に送りたいと思います。 

○片山議員 すみません、生活者ネットワークの、

逐条解説の、この意見は。 

○森戸座長 ごめんなさい、この文言は、ちょっ

と、正副座長のときにはなかったんですよ。憲法

に規定された権利であることを、逐条解説に載せ

てほしいと。これは、載せることは、この表面に

も書いてあるとおり、請願権は、日本国憲法にも

規定されている国民の権利というように載せてあ

りますので、生活者ネットワーク、これでよろし

いですよね。逐条解説ということで。 

 それから、こがねい市民会議の、第３項の、関

係者等は市民等の方が良いと思いますということ

で、これはさっき言った。斎藤議員の提案を取り

入れて、等を入れるとまた分かりづらくなるので、

市民というようにさせていただいたということで、

よろしいですか。 

 これで、大体、第６条はまとまりましたので、

第１班に送りますが、よろしいですか。では、第

１班の皆さん、よろしくお願いいたします。 

 それで、次に、№25、第８条です。議会は、市

民への説明責任を果たすため、議会報告会を年１

回以上開催するものとするということであります。 

 今回の持ち帰りは、第１項のみで、条文案では、

続けて第２項があるので、第１項が合意できた後、

以下の２項について協議するとなっていて、これ

は、自民党が反対をつけられております。自民党

から説明を、まずお願いいたします。 

○中山議員 自民党は、以前から主張していまし

たように、公平・公正な議会報告会を行うことを

条件として、議会報告会の開催を了承してきたと

いう経過から、必要なルール作りは、並行して議

論すべきという考え方におきまして、ここの部分

はバツとしております。 

 準備の観点から、年１回以上開催することの明

記については、従来から議論があったと思います

が、こういった、事実上、運用するに当たって、

多分、年１回のペースではやれるとは思うんです

けれども、ちょっと、そこについては、どうなの

かなというところは、会派の意見としてありまし

たので、ここに意見を述べさせていただいたとこ

ろです。 

 ただ、最後の部分の、準備の観点から、年１回

以上開催することを明記するという、ここの部分

については、議会報告会の開催が前提となってい

ることから、ここはちょっと、意見ということで、

まずは、この明記については、今のところは不一

致という考え方でおります。 

○森戸座長 年１回以上というのを不一致。 

○中山議員 この第８条の、いわゆる持ち帰りの

部分ですね。年１回以上の明記についてですね、

ここは不一致ということです。 
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○森戸座長 ということですね。 

 あと、改革連合からは、努めるものとするとい

う努力規定にした方がいいということであります。

何かご意見はありますか。 

○五十嵐議員 前回申し上げましたので、特には

ないんですけれども、実態として、今、議会運営

委員会の方で、いろいろ、ルール作りを提案しよ

うとしていますので、実態としては、年１回以上

するように考えてはいるんですけれども、条文と

しては、努力規定でいいのかなと、やはり、その

ように思っております。 

○森戸座長 それで、ここは、議会運営委員会の

方に座長の議会基本条例の議論として送っていま

す。今、議会運営委員会では、各会派が考えてい

らっしゃる議会報告会の内容について提案してほ

しいということで、投げ掛けています。その辺り

が、なかなか決まらないと、次に進めないのかな

ということがあるんですね。なので、議論を保留

にしたいんですが、どうでしょうか。 

 それで、ただ、全体は、議会報告会の開催につ

いては一致していると見てよろしいですか。一致

しているというのはだめですか、自民党。年１回

以上がこだわるとおっしゃっていたんですが。 

○中山議員 ルール作りの部分でこれから議論し

ていくということですから、その方向で、運用が

決まればきちんとできるかとは思っております。 

○森戸座長 皆さんの方でありますか。白井議員、

よろしいですか。 

 では、ちょっと、これは全体を保留にするとい

うことで、よろしくお願いいたします。 

 今、懸案の課題は終わりまして、いよいよ、議

会と市長との関係に移りたいと思います。今、第

９条の説明だけします。それで、皆さん、説明し

て休憩を取って、それぞれ、休憩後にまた議論す

るということでよろしいでしょうか。 

 それで、お手元に、第９条の市長と議会の関係

があります。この第９条は、大体、基本的な原則

を、まず第９条でうたっているのかなと思うんで

すが、一つは、議会は、二元代表制のもとで、市

長その他の執行機関と相互に独立対等で緊張感あ

る関係を保持するものとするということが、一つ

の条文です。二つ目には、議会は、市長等の事務

執行が適正にかつ公正性、公立性を持って行われ

ているか、監視・評価するものとし、必要と認め

る場合には、政策提案、政策提言等を通して適切

な措置を講ずるよう求めるものとするということ

です。 

 それから、３番目、議会は、議案等の審議に当

たって、必要に応じて、市長等に資料の提出や情

報の提供を求めることができるということです。 

 ４番目、議会は、市長等が提案する重要な計画、

政策、施策等について、必要に応じて、その政策

形成過程の説明を求めることができる。 

 ５、議員は、議案等の審議に当たっては、適切

に論点を整理し、質疑するものとする。議会は、

市長等から質疑の論点・趣旨を確認するため発言

を求められた場合には、その発言を求めることが

できる。 

 ６、議会は、必要に応じて、市政の重要事項に

ついて、市長等の報告を求めることができるとい

うことであります。 

 これまで議論してきたことと、若干、文言が変

わっています。それで、一つは、１番のところで、

独立性を保持しというのが、前の文章であったん

ですが、あまり独立性を保持しというよりも、独

立対等と言った方が分かりやすいのではないかと。

それから、緊張ある関係というのも、緊張感ある

関係という方が、文章としてはスムーズだと。そ

れから、第２項は、市長はという文言でありまし

た。この議会基本条例は、そもそも、議会の基本

条例であって、市長が主語になるのはおかしいの

ではないかということで、市長はという主語にな

っていたところは、全て議会はに言い換えました。

したがって、ここも、第２項は、議会はというこ
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とにして、そうなると、求めるものとするという

文言にしないと、ちょっと、文言上、おかしいと

いう話です。 

○飯田議会事務局次長 こちらの、第９条第２項

のところでございますが、これは、もともと、も

う既にご議論してある程度固まっている第２条の

第２項、こちらの方から持ってきております。こ

ちらの、議会の活動原則というのが、議会運営の

活動原則と変わっておりますので、そういったこ

とからも、こちらよりも、市長との関係の方が望

ましいのではないかということで、こちらの方に

移す提案を、座長案として提案していただいてお

ります。 

○森戸座長 すみません、私が間違えました。

元々の、第２条の（２）の、市長その他執行機関

等の事務執行がとあるんですが、それをこっちに

持ってきたんですね。すみません、ありがとうご

ざいます。 

 それから、第３項、これも、市長は、になって

いたんですが、議会は、に直し、変えて、市長に

求めるという形にしました。あと、第４項と第５

項を、これを合わせたんですね。それで、第４項

は、前の文章だと、適切に論点を整理し、議案の

審議に当たって、質疑するものとするというよう

になっていたんです。第５項は、これは、市長が

議員から質問を受けたときに、議員の質疑に対し

て、分からないとき、反問権というほどではない

んだけれども、趣旨を議員に聞くことができると

いう文言を一緒にした方がいいということで、第

４項と第５項を一緒にしたということですね。 

 それと、第10条に、市長報告とあるんですが、

この市長報告というのを、わざわざ条立てでやる

必要があるんだろうかというのがありまして、こ

れを、この第９条に盛り込んで、議会はと置き替

えて作り込んだということです。 

 そういう意味で、議会は、とか、議員はという

ことで、全体的にはまとめたということで、市長

を縛るということはなかなかできないということ

がありまして、そのようにしました。 

 事務局、ほかに補足があれば言っていただけま

すか。大丈夫ですか。 

 皆さんの方から質問とかあれば、５分ぐらいあ

るので。 

 議会の権能である審議、それから監視、政策提

言が全体的に盛り込めるようにするということと、

資料の提出についても、３番は、ちょっと、結構

苦労したんです。元の文章は、全ての議員に対

等・平等に情報を提供するものとするとなってい

たんです。それを入れ込むと、文章上、何かおか

しくなるというのがあって、当たり前のことなん

だけれども、必要に応じて提出を求めることがで

きるということに置き替えたんですね。これは、

意味合いは非常に深いものが、実はここにはあっ

たんです。全ての議員に対等・平等にという意味

合いがここにはあったんだけれども、それをあえ

て取りました。そうしないと、何か、文章が落ち

着かなくなってしまうんですよ。 

○白井議員 全体的には、もう一回、ちょっと休

憩中に細かく見たいんですけれども、一つだけ、

第２項なんですけれども、これは、第２条から持

ってきたということで、多分、細かいところは後

で精査すると思うんですけれども、第２条の審査

をしたときに、たしか、湯沢議員から指摘があっ

て、文章を変えたと思うんですよ。事務執行が適

正、かつ公正及び効率的に行われているかどうか

という文章に変えて、合意したような気がするん

です。そういう認識でよろしいですか。 

○森戸座長 はい、変えた認識で行っていただけ

れば。公正及び効率的にですね、変えていますね。

事務執行が適正、かつ公正及び効率的ですね。お

っしゃるとおりです。 

○斎藤議員 第６項なんですが、すみません、教

えていただきたいんですが、これは何を意味して

言っているのか、ちょっと教えていただければと
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思います。 

○森戸座長 これは市長報告なんですね。市長報

告は別立てだったんですね。それを、この中に盛

り込んだという形ですね。市長等の報告を求める

という言い方に変えたんですね。 

○五十嵐議員 その等というのは、どの辺をイメ

ージしているんですか。 

○森戸座長 それは、行政報告も含めて、委員会

で報告することもありますよね。そういうことで

したよね。（「部長とか課長」と呼ぶ者あり）市

長以外の、そうですよね。イメージしているのは、

私は、行政報告かなと思ったんですけれども。行

政報告は、庁議を経て報告することになっている

んですね。ある意味、機関としての決定事項にな

るかなと思うので。 

 そうしましたら、一つは、市長報告という別立

てを、この第９条に入れるということが確認して

いただけるかどうかと、あとは、第４項、第５項

の合体、それから、第２条の第２号を第９条に持

ってきたということ、大枠はその辺りかなと思っ

ているんですね。細かいところは幾つかあると思

うんですけれども。あとは、市長は、というのを、

議会は、に言い換えたということですね。よろし

いですか。 

○飯田議会事務局次長 先ほどの、第９条第２項

のところは、ちょっと、前の文章を持ってきて、

こちらの方で打ってしまいまして、申し訳ござい

ませんでした。 

 一つ、ちょっと細かい点なんですが、この文章

で、公正かつ効率的をもってというのも、ちょっ

と文章的におかしいので、公正かつ効率的に行わ

れているか、の方がよろしいかなと思います。 

 第２項をお読みいたします。議会は、市長等の

事務執行が適正、かつ公正かつ効率的に行われて

いるか、監視・評価するものとし、必要と認める

場合には、政策提案・政策提言等を通して、適切

な措置を講ずるよう求めるものとする。というこ

とになったと思います。 

○森戸座長 かつ、が二つ入ったね。こうじゃな

いですか。適正、かつ公正及び効率的にで、及び

じゃないかな。かつ、かつが入っちゃったから。 

○飯田議会事務局次長 大変申し訳ございません。

ここのところ、かつ公正及び効率的に行われてい

るか、という形になります。 

○森戸座長 では、よろしいですか。 

 ここで３時休憩とします。 

午後３時休憩 

                  

午後３時30分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 議会基本条例策定代表者会議を再開いたします。 

 お手元に、先ほどの議論していただいた第２条

の（２）のところを直したものを、休憩中に作っ

ていただきました。事務局の方、お疲れさまでご

ざいました。ありがとうございます。これでいき

たいと思います。 

 それから、私がさっき、第６項の説明で、市長

等の、この等というのに部局もと言ったんですが、

ちょっと勘違いしていまして、教育委員会とか、

いろいろなものがあるので、それを含めたもので

あるということで、すみません、私の勘違いがあ

りましたので、そこの部分は訂正をお願いいたし

ます。 

 それで、ここの部分は、かなり、改選前もご意

見があった部分です。改選前のたたき台素案につ

いての各会派意見集約を見ていただくと分かるん

ですけれども、共産党の方からは、政策の発生源、

他市との比較検討などの説明について、重要事項

案は市長が説明すべきであると。議会から求める

ことではないということで、第５項は、争点を明

確にするためには、必要なことなので明記したい

ということですね。公明党からは、第２項を含め、

この基本条例は、市長の政治的裁量権を制限する

ものではないというご意見を頂いています。 
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 第３項の主語は、議会は、とすべきで、市長に

対して求めることができると。それから、議案の

送付については、庁議にかかわらず、原則、１週

間前とするというご意見。それから、自民党の方

からは、第１項の、二元代表制とは、市長の立場

及び権能の違いを踏まえた上での表記という観点

を、逐条解説に盛り込むべきであると。第３項に

ついては、議案の決定過程で、必ずしも全ての項

目が適用されているとは限られないため、条文に

明記せず、逐条解説で明らかにすることが適切で

あると。議案を提出するのは市長側からなので、

市長が努めるものとしなければ、議案の決定過程

でどの項目が適用されているかは、提案者である

市長側にしか分からないことから、議会が求めて

も明示できないケースが発生してしまう可能性が

ある。第５項については、既に行われていること

から、明記すべきと考える。また、市長から発言

があり、議員が答える場合は、発言回数に数えな

いことにするということですね。 

 逐条解説に入れるべきということで、議案の送

付は、現状においては、定例会開会１週間前とい

う意見もあり、庁議で決定した直後をめどに送付

すべきという意見もあったと。つまり、私たち議

会が正式に手にするのは、１週間前なんですね。

しかし、庁議が終わるのは、あれはもう少し前な

んですよ。10日ぐらいですか、（不規則発言あ

り）ものによりけり。ただ、定例会に提案するも

のは、大体、少なくとも10日前ぐらいまでには、

私たちも手に入れるべきだと。ここは分かれたん

ですね、１週間前というのと、庁議終了後という

のと、意見が分かれました。不一致で持ち帰りに

なっていることです。これは、第３項（１）から

（７）についてということで、それは、大分前に

皆さんにお示しした政策形成過程が分かるもので

すね。発生源だとかいうのが分かるものとか、将

来にわたる負担がどうなるかとか、そういうもの

を含めたものを、当初の委員長案では載っていた

んですが、それは、削除することで一致しました。

ただし、逐条解説で、全ての議案ではなく、必要

な、重要な議案の説明の際に求めることについて

は、全ての委員で一致したと。しかし、逐条解説

で明記するかどうかは持ち帰っていると言う事で

すね。 

 それから、もう一つは、（１）から（７）につ

いて、議会が求めるのか、市長が努めるのかとい

う点でも、持ち帰ることになったということであ

ります。 

 それから、第４項は、市長との関係に盛り込む

べき文言なのかどうかということで、議員の活動

原則ではないかという意見があり、今後の検討課

題になりました。 

 それから、第５項については、議員の発言回数

の数え方について議論になりました。市長からや、

何々議員、これについてはどうなんですかと質問

があって、それに対して議員が答える場合は、発

言回数に数えないということとすると。議員が条

例等の議案を提出した場合は、同様の規定が必要

ではないかという意見があって、これは、第14条

に盛り込んだということで、第14条の方を見てい

ただくと、第14条の（５）、ここでも、議員の側、

提案者側の反問権をうたったということでありま

す。 

 大体、全体的な改選前の議論はそういうことだ

ったかなと思います。 

 それで、思い返しながら、また、新しい方は、

新しい目線でご議論いただければと思いますが、

第１項から見ていきましょうか。１から７って、

大分前に資料でお渡しした……、渡していなかっ

たかな。ちょっと待ってください、どこかで出し

たような気がしたんだけれども、ないですか。新

しい方は持っていない。 

 （１）政策等の発生源、（２）検討した他の政

策案等の内容、（３）他の自治体の類似する政策

との比較検討、（４）総合計画における根拠また
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は位置付け、（５）関係ある法令及び条例等、

（６）政策等の実施に係わる財源措置（７）将来

に渡る政策等のコスト計算、こういうものを出し

てほしいと。これを、市長は説明しなければなら

ないというようにしていたんですが、ここはかな

り、意見の違いがあって、説明をしてほしいと言

って、求めたらどうかという意見もあったんです

よ。これについて、どのように検討したのか、明

らかにしてほしいと。だから、市長から言うこと

ではないというか、このあたりは、かなり意見は

議論になったところですね。持ち帰りということ

になって終わっているんですね。だから、確定は

していないということですね。 

 自民党の方からは、第１項について、二元代表

制とは、市長の立場及び権能の違いを踏まえた上

での表記という観点を、逐条解説に盛り込むべき

というご意見をいただいています。これは、自民

党、何か思い出してきましたか。何かご意見があ

れば、ちょっと。 

○中山議員 議論についてはよく覚えているんで

すけれども、条例を、できるだけシンプルにする

という意味では、今の段階になって、なくてもい

いかなと個人的には思っています。市長と議会は、

二元代表制で、対等かつ平等であるべきものでは

あるんですが、立場が違うということですね、議

案の上程、それから提出、それから執行権者とし

ての権限、議会側は、そういった行政のチェック

機能、市長のやっていることのチェック機能とい

う意味では、立場がちょっと違うのではないかと

いうことで、そういったことを明記した方がいい

のではないかという、以前の意見があったんです

が、そこら辺は、当然、市長と議会では役割が違

うわけですから、対等かつ平等といっても、逐条

解説に載せるか、載せないかはちょっと置いてお

いても、そこら辺は分かるのかなと、今、一定の

考え方ではあります。 

 ただ、市民の方に、どこまで、そういった立場

の違いをご理解いただくかということが、ちょっ

と見えないものですから、そこの取扱をどうしよ

うかなという、今の段階では、あえて複雑に、逐

条解説等々でやる必要もないのかなと思っていま

す。 

○森戸座長 どうでしょうか。このあたりは、か

なり、公明党もご意見を持っていらっしゃったと

思うんですけれども。 

 以前はいろいろご意見を頂いています。単純に、

外見上だけで緊張感をかもし出すのは不要である

と。公明党だけが言ったら申し訳ないから、ほか

の方もいろいろ、自民党も、同じようなご意見、

先ほど言われたようなご意見を頂いていますし、

当時のみどり・市民ネットからも、二元代表制を

入れた方がいいというご意見のもとで、これは入

れたんですね。 

○片山議員 第１項についてですね。特に問題な

いと思います。よくまとめられていると思います。

分かりやすくなったのではないかと思います。 

○森戸座長 自民党からは、逐条解説で、もうち

ょっと二元代表制の意味をきちんとした方がいい

のではないかと思っていたけれども、そうでもな

い感じですかね。 

○中山議員 というのが、今、第１項の議論をし

ていますけれども、次の、第２項で、議会は、市

長等の事務執行が適正かつ公平及び効率的に行わ

れているか監視・評価するものとしというような

表現があるものですから、これは、市長と議会の、

それぞれの立場を、もうこの第２項で含有してい

るんじゃないかなと考えていまして、以前、議会

基本条例を前期で議論していたときと、大分、条

文、条項が変わってきていますので、この段階に

おいて、こういう文章があれば、あえて逐条解説

に盛り込む必要はないのではないかなと考えてお

ります。 

○森戸座長 分かりました。では、第１項は、大

体、よろしいですか。 
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 次に、第２項です。第２項は、今、中山議員が

おっしゃったようなこともあるんですが、新しい

方で、何かご意見とか。 

○白井議員 文章的には、この第９条全体もそう

なんですけれども、大枠、問題はないかなと思っ

て見ていたんですけれども、ちょっと気になった

のが、確かに、さっき中山議員もおっしゃられた

ように、二元代表制の元でも、市長と議会の役割

は違うというのは、前提にはあるんですけれども、

一通り見ても、結局、ものとするとか、できると

書いてあるんですが、権力というか、権能のバラ

ンスを考えたときに、一方的に、できる、ものと

するだけで終わってしまっているような気がしま

して、それが、果たして本当に対等で緊張感ある

関係になるのかどうかというのが、非常に、この

条文だけを見たときに、悩ましいなという感じを

持っております。 

 例えば、多摩市議会さんの議会基本条例を見ま

すと、これは、小金井市議会にはない条文なんで

すけれども、決算、予算の連動という項目があっ

て、その中で、議会の評価を市長に明確に示さな

ければいけませんと。次の項では、市長は、議会

の評価を予算に十分反映させるよう努めなければ

なりませんと、こういった緊張関係をあらわすよ

うな文言が、条文の中には含まれています。この

予算、決算の連動ということ自体は、小金井市議

会には、今、含まれていないし、取組としてもな

いので、一概に、これを参考にしてというつもり

はないんですけれども、ちょっと、具体的な条文

提案ではなくて申し訳ないんですけれども、例え

ば、この第２項の、最後は適切な措置を講ずるよ

う求めるとするということに対して、市長のアク

ションとして、何かそれを十分反映させるように

努めるというような文言があってもいいのかなと、

ちょっと、全体を通して感じたところでございま

すので、皆さんのご意見をいただきたいと思いま

す。 

○森戸座長 そうなんですね。議会が表明してい

るだけで、市長は、拘束はほとんどないというこ

とで。 

○中山議員 白井議員のご意見は、もうごもっと

もだと思います。ただ、最終的に、議会意思の判

断というのは、議決によって決めるわけですので、

そういう意味で言うと、考え方とか事業の優先順

位などで、例えば、市長に対して、改善を求めて、

仮に出てきた新たな政策提案や提言について、議

会として認めるかどうかというのは、議決になる

わけですから、そういう意味で言うと、必ずしも、

そうなるかどうかというのを規定してしまうこと

が、確か、これも以前、そういう議論があったと

思うんですけれども、いいのかどうかというとこ

ろで、ものとするというような表現になっていた

のではないかということもあって、そこら辺、ど

うお考えなのかと、ちょっとご意見を聞いてみた

いですね。 

○森戸座長 ということで、ものとするというこ

とですか。 

○五十嵐議員 私は、最初のたたき台に比べて、

正副座長案として出されたところは、説明にもあ

りましたけれども、市長は、という出だしを変え

ていて、議会は、と変えています。このことは、

たたき台を見て、ちょっと違和感を感じていまし

たので、私は、議会は、と変えていただいたこと

を了としたいと思うんですね。 

 そういう意味では、このように変えてしまうと、

また、白井議員が求めるような文章も、なかなか

作りにくいのかなという思いもありまして、議会

基本条例だから、やっぱり議会は、ということに

なるのかなと思って、正副座長案の流れでいいの

かなと、基本的には思います。 

○森戸座長 分かりました。 

 中山議員は、先ほどのご意見だと、ちょっと、

もう一回、あれですかね。 

○中山議員 順次、今、議論しているんですけれ
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ども、全体的には、すごくよく、正副座長案はま

とまっているなと率直に感じておりますので、前

期の議論のときよりも全体的にシンプルになって

いますし、それから、解釈的にも、理解できる内

容になっているので、今のところ、私は、ここの

第２号までの議論ですけれども、特に問題はない

と、個人的には感じております。 

○森戸座長 白井議員は、適切な、例えば、措置

を講ずるよう求めるものとすると言ったときに、

では、それを担保するものというのがどこで取れ

るのかということなんですよね。多摩市議会は、

一応、市長はということが入っていて、一定、そ

こが条文化できるかどうかということになると、

市長部局とも、全体が一致して、入れた方がいい

ということになれば、市長にもちょっと、意見を

聞かなければいけない部分になってきますよね。 

 評価はしたと。その評価したことについて、市

長がどう判断するのか。 

○中山議員 大切な議論だとは思うんですけれど

も、結局、その市長の部分について、議会がどう

こう言うと言い方が正しいかどうかあれですけど、

議会の中で、議会基本条例で定義するべきもので

はないような気はしております。 

○森戸座長 定義するものではないと。五十嵐議

員もそういうご意見ですが、皆さん、いかがでし

ょうか。 

○鈴木議員 民主党は、前回から、原案了承とい

うことで表明しておりますので、それが、いろい

ろ検討していただいて、正副座長の協議の中でこ

ういう形でわかりやすく整理されたということで、

私は、これでいいと思っています。 

○片山議員 第２項は、第２条から持ってきたと

いうこともあって、今、白井議員からの意見もあ

ったんですが、確かに、ここについて、もし、強

調するような文章が提案できるのであれば、一度、

これは持ち帰ってもらったりしながら精査しても

いいものかなと思っています。 

○森戸座長 そうですね。市長が遵守はできない

と思うんですけれども、議会の意見を受け止めて

いただけるかどうかなんですね。対応ができるか

どうかの判断は、市長になっていくけれども、そ

こをどうするかというところはあると思うので、

ただ、全体、議会基本条例ということから、議会

は、という主語になっているというのがあるので、

そことの整合性もあると。 

○白井議員 私としては、違和感があるというか、

そういう感じを持っていました。先ほどのような

意見を言わせていただきました。 

 いろいろな意見を頂いて、それを全部、是とし

て受け止めたわけではないんですけれども、やっ

ぱり、誰かがおっしゃったように、確かに、議決

そのものが、議会意思を執行部に対して表明する

ことが、やっぱり重いということが、よく分かっ

ていますので、ただ、私としては、まだ１年たっ

て、議会が議決したことで、本当に、それがどの

ように反映されていくかというのが、ちょっと、

見えていないところがありまして、本当に、例え

ば、陳情の採決だったりとか、全てのことが採決

されたとおりに動いているかというのは、私とし

ては、まだ疑問に感じるところもありまして、そ

こが、私の中では符に落ちていないところがあり

ましたので、こういう条文の中に入れるというこ

とも、一つ、手段としてあるんじゃないかと思っ

た次第であります。 

○森戸座長 そうですね。議会が議決したことで

も、市長は、拒否権を発動することができて、再

議に付すことができるという規定もあって、相当、

市長の権限は強い権限を持っているわけですね。 

 ですから、議決したことが全て実行されている

かというと、そうはならないこともあるというこ

とだと思うんですね。 

○中山議員 白井議員のおっしゃったことは、よ

く私も理解しています。 

 それで、一つ気になるのが、善し悪しは別とし
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て、やはり、二元代表制のもとに対等・平等だと

いう中で、議会側で、基本条例の中で、市長がこ

ういうことを準ずるというか、対応するべきだ、

みたいなことを書いてしまうと、逆に、市長のさ

れようとしていることに制約を掛けてしまうと言

うか、結局、対等・平等ではないんじゃないかと

いうような考え方になってきて、ちょっと、どう

なのかなという疑問は持ってはいるんですね。 

 最終的には、それは、議決の態度で表明し、そ

して、それを執行部が受けて、市長を含めて従っ

ていただくかどうか。従っていないようであれば、

また、議員提案等々で改善を求めていくというよ

うな流れになるのではないかとは見ているんです

けれども。 

○森戸座長 従わなかった場合が、往々にしてあ

ります。例えば、去年、保育料が、年少扶養控除

が廃止になって、自動的に上がった人がいたんで

すよ。これは、元に戻してほしいという陳情が出

て、これは採択したんですね。採択をして、市長

に迫ったけれども、市長は、それを、できないと

言ってやらなかった。そのときに、議会は、条例

提案を行って、保育料を、その影響が出ない、元

に戻すという条例提案を行って、これを、最終的

には可決したということなんですね。それで、市

長がやらなかったことを、議会はやらせるように

したという形はありますね。 

 そのときに、もし、ここで市長が再議に付した

ら、再議に付すことは通るわけですね。３分の２

以上の賛成がなければ、議員案は通らないから、

そうすると、現実的には、議員案は消えるという

形になるという、この市長と議会の微妙な関係は

あるなということだと思うんですね。 

 例えば、学校給食なんかも、市民参加条例に違

反するんじゃないかという話があって、その違反

することに対する歯止めをかけるものは、何もな

いと。それでいいのかということが、確か、湯沢

議員の方から、冒頭の、議会基本条例策定のどこ

かでお話がありましたよね。だから、本当は、議

会の意思に従わなかった場合に、市長に対して何

かを行うことができるみたいにするのか……。 

○中山議員 座長のご説明はよく分かりました。

私、まず、基本的に、議会基本条例というのは、

理念条例で、まず、理念はどうあるべきかと。そ

れに対して、従えるかどうか、我々は遵守してい

くということで、条例になるわけですから、当然、

守っていくという方向で活動していくんだと思う

んですけれども、そうなりますと、じゃあ、今の

座長のお話を聞いて、現実的なところを考えると、

では、市長の権限が強いんだということになると、

ちょっと、話を蒸し返すつもりはないんですが、

この第１項の、相互に独立で、対等で、緊張感あ

る関係というのは、これは嘘になるというか、そ

ごが生じてしまうから、結局、この第４章の第１

項は不一致になるというか、認められないよとい

う意見も出てくるかもしれないじゃないですか。

だから、私は、そういう意味で言うと、議案が出

てきて、もしくは陳情が出てきて、議会の判断、

意思によって、それが、市長部局が従わなかった

らどうするかというのは、やはり、粛々と、議員

案等々で対応していくと。団体意思で、議決でき

っちり決まっていきますから。そういう意味で言

うと、私は、そこまでガチガチにしなくても、健

全性は保たれるんじゃないかなとは考えてはいる

んです。 

○森戸座長 ここの独立・対等という意味合いは、

法律上の対等ではないんですね。言っているのは。

ちょっと、逐条解説をする上でも必要だと思うの

で、あくまでも、お互いにかんかんがくがく意見

を言い合える、対等・平等の関係であるというこ

とだと思うんですね。 

 多分、どの学者を見ても、地方自治法上で言え

ば、市長は、アメリカの大統領並の権限をもって

いるというところは、多分、同じ解釈で、この不

平等性はなかなか解決ができないと。 
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○中山議員 その不平等性は、解決できるんです

よ。なぜなら、市長も直接選挙で選ばれるからで

す。 

○森戸座長 まあそうですけどね、最終的にはね。

ただ、運営上は、なかなか難しいですよね。 

 小金井市議会は、何度も、再議に付すというこ

とを経験している議会なので、例えば、もう10数

年前には、情報公開条例、大久保市長のときに、

私たちは、議会で修正提案をしたんですね。しか

し、修正提案をして、それは可決されたんです。

でも、あのとき、12月定例会の中で、市長は再議

に付して、１月の雪降る中、臨時会を開いて、お

互いが折り合えるところで、たしか、あれは作っ

たのかなと思うんですけれども、そういう状況が

あったし、それから、稲葉市長時代にも、予算の

修正案を可決しましたけれども、市長からの再議

が出されて、半年間、もうその繰り返しだったん

ですね。市長からは、開発予算を盛り込んだもの

を出してくる、議会は、開発予算を削除した修正

案を出す。それは可決されるんですけれども、再

議に付したときに、議長裁決になって、たしか、

私は否決し続けてきたと。それが半年間、暫定予

算でずっと来たということも、議長だったときで、

否決し続けてきたという。それを、ずっと否決し

続けてきても良かったんだけれども、そこは、附

帯決議という形で、議会と市長との折り合いの中

で、再開発予算を凍結するという附帯決議のもと

で、市長も、それを約束すると言ったはずだった

んですけれども、附帯決議可決後、２か月ぐらい

で、市長は再開発予算を凍結解除して執行したと

いう流れなども、大雑把な話で、不正確なところ

があったら申し訳ないと思うんですが、そういう、

議会と市長の関係は、常に、小金井市の場合は緊

張関係にあったということですね。 

○中山議員 座長の経緯はよく分かりました。 

 それで、私自身は、個人的にも、この第２項ま

での議論の中では、この正副座長案に全く異論は

ないんですね。これに、もし異論があるというこ

とであれば、先ほど、片山議員がおっしゃったよ

うに、こうしてほしいという案を出していただけ

れば、それに対して、同意できるかどうかという

ことになると思いますので。 

○森戸座長 そういうご意見もありますので、こ

の第２項は、ちょっと持ち帰っていただいて、そ

れぞれ、今の白井議員や片山議員のご意見、市長

は、このことに対して何もないのかということで

すね。その点は、持ち帰って検討していただけな

いでしょうかということで、第２項は保留にした

いと思います。 

 大枠は、皆さん、これでいいということですね。 

○飯田議会事務局次長 参考までに、こちらの監

視的機能でございますが、こちらは、意思決定機

関としての議会というのが、そもそも、意思決定

の過程を通じて、執行機関に対する監視機能の役

割を果たしているところでございますけれども、

地方自治法上、直接の監視権ということで掲げて

いるのは、地方自治法の第98条第１項の検査権、

あるいは地方自治法第98条第２項の監査の請求権

でございます。こちらについては、直接的には、

何らの法的効果を生じるものではなくて、議会と

いたしましては、予算や決算、条例等の審議です

とか、一般質問でただすなどのことによって、行

政執行の更なる適正化を図るということで、これ

で、もしだめな場合は、地方自治法第100条の調

査ですとか、あるいは、長の不信任決議というふ

うに発展するということはございますけれども、

監視機能によって何ら法的効果というものを生じ

るものではない。議案の審議、それから、一般質

問でただす、こういったことで、執行機関に対し

て求めていくという形に、基本的にはなろうかと

思っております。 

○森戸座長 監視機能によって動かされるもので

はないということですか。 

○飯田議会事務局次長 監視機能によって、この
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監視機能を行使したところで、法的な効果という

のは、何ら生じることはないということで、そう

いった検査権とか、監査の請求権によって監視機

能を発揮した場合、その結果をどうするか、予算

や決算、条例等の審議ですとか、あるいは一般質

問でただすなどによって、議会としては、執行機

関に更に改善を求めていくという形、基本的には

そういう形になってくるかなと思っております。 

○森戸座長 そういうことも含めて、ありますよ

ね。 

 では、ここは、市長がどうするかということに

ついて、こうした方がいいという具体的な文言を、

是非、ご提案いただきたいと思います。（「これ

は意見シートを配って」と呼ぶ者あり）意見シー

ト、そうですね。意見シートをお渡しするように

しますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、第３項に行きます。議会は、議案等の審

議に当たって、必要に応じて市長等に資料の提出

や情報の提供を求めることができる。これは、先

ほども言ったとおりですね。必要に応じてとして

あるんですが、前の文章は、十分に調査ができる

ようという、大分前の文章はそうなっています。

適切に……、十分に調査ができるよう、ですね。 

○中山議員 自由民主党小金井市議団は、前期に

おいて、意見を述べてはいるんですが、これは、

当時の条文案に対する意見でありまして、現状、

この第３項、あと、関連して第４項にもなるかと

思いますけれども、この文章であれば、特に、当

時の意見はここにあえて言う必要はないかなと思

いまして、具体的には、要は、議会側が求める資

料や説明について、具体的に記述してしまうと、

それに当たらないものも含まれてしまうというこ

とで、その懸念性があることと、それから、市長

はというような表現に、確か、なっていたと思い

ますので、それに対する是正の意見だったと思い

ます。この現状の、正副座長案であれば、特に意

見はございません。 

○森戸座長 ということですね。これは、いかが

でしょうか。 

○片山議員 これも、大分、最初の提案から弱ま

っているというか、いろいろとあるんだと思うん

ですけれども、必要に応じてというところとか、

ちょっと、これもできれば持ち帰りたいと思って

いるところです。もう少し工夫した言い方ができ

ないかなと思うところです。 

○森戸座長 これは、十分に調査できるよう、と

いうのは、何か事務局、ありましたか。 

○片山議員 これはお聞きしたいんですけれども、

委員会とか本会議での資料請求とか、そういうこ

とを考えて書いているものなんでしょうか。多分、

前の提案された原案の方では、恐らく、そういう

ことではなかったかなと思っているんですが。 

○森戸座長 そうですね。前の場合には、計画や

条例の制定及び改廃並びに予算の提案に当たって

は、全ての議員に対等・平等に情報を提供するも

のとすると。だから、つまり、どこかの会派は早

目にこの情報を知っていたということがないよう

に、同時期とは言わないまでも、少なくとも、同

じ時期には予算の中身が分かるようにしなさいよ

という意味だったんですね。だから、ちょっと、

そういえば変わっていますね。 

○飯田議会事務局次長 先ほどの、十分に調査が

できるよう、のところでございますけれども、議

案等の審議に当たって、議員が調査をするのは当

然のことでございまして、ただ、こちらのところ

につきまして、これを入れることによって、文章

が長くなるということで、シンプルさを求めて、

正副座長と相談いたしまして、こちらは削除した

ところでございますけれども、場合によっては、

必要に応じての前に、十分に調査ができるよとい

うことを入れるというのは構わないと思います。 

○森戸座長 短くしようというので切っちゃった

んだと思うんですね。 

 以前も言いましたけれども、予算なども、大分



－ 30 － 

前の話を、ある会派の議員の方が言っていらっし

ゃったのは、与党には、先に予算が示されていて、

復活折衝というか、予算について、これを盛り込

んでくれということを要求することができるとい

う話があったということで、もし、そういうこと

が事実としてあるならば、それはおかしい話で、

予算についても、第１次案の段階で公開をしてい

くべきだということだと思うんですね。 

 その辺りが、不平等性はないのかという意味で、

対等・平等に情報を提供してほしいということな

んですね。これは、共産党が情報公開請求しても、

出せませんと断られるんですね。情報公開請求、

第１次案を。そういう意味では、意思形成過程情

報だということであるわけなんですけれども、最

終、結果だけが知らされると。しかも、１週間前

という状況で。 

○中山議員 ちょっと、考え方はいろいろあると

思うんですけれども、私、昔は議員ではありませ

んでしたので、どうか分かりませんが、現状を考

えると、市長がどういう形で予算編成の処理をさ

れているか、全ては知りませんが、多分、庁議に

経ないものを、与野党関係なく、与野党という表

現も、私はちょっと違和感を感じるんですけれど

も、要は、特定の会派に先に出すというようなこ

とは、ないと思うんですね。あれば、私は、それ

は問題だと思っていますし、市長も、そういう庁

議を経ていないものを、一般的には、個人的に開

示はできないと思うんですね。そうしますと、例

えば、各会派で、議案説明なんかを受けていらっ

しゃると思うんですけれども、多分、それを受け

ている時期としては、それは、１日２日のずれは

あっても、大体、同時期にやられていると思うん

です。当然、全会派の方に、物理的な時間があり

ますから、同日に、一度にどっとはできないわけ

ですから、それは、数日のずれはあると思うんで

すけれども、基本的に、私は、同じタイミングで

やっていらっしゃると思っていますし、それから、

最近は、議会が始まってから、追加議案が上程さ

れてきますね。こういったものは、座長も今、お

っしゃっていたように、共産党なんか、特に、も

っと早く提示するようにというような指摘がある

中で、特定の会派や、特定の人だけが、事前に余

裕を持って知っていて、そこで予算編成の中身を

覆すとか、事業をこのように変更してくれという

要望を反映させるというのは、ちょっと、現実的

に、今、できないのではないかと考えていまして、

私は、そこら辺は、全く問題なく、全会派平等に

やられているということで、健全性は、議会の中

で保たれていると考えています。 

○片山議員 これは、多分、いろいろな議案、い

ろいろなものの審議に当たって、どのように適正

な審議ができるかということでのものだと思うの

で、平等、不平等というよりは、もう少し、今の

現状なんかを見ながらの提案、予算よりも、もう

少し前に何らかの説明があったり、そういったこ

とというのが、やはり、必要なのじゃないかとい

うのが、恐らく、皆さん感じていらっしゃること

だと思うんですね。 

 だから、もう少し、この文言、工夫が何かしら

できないかなという気はします。 

○森戸座長 では、これも、ちょっと、前の文章

と比べると、かなり変わっているところがありま

すので。副座長、これはあくまでも、たたき台な

のでね。 

○宮下副座長 たたき台です。これに限らず、一

応、正副のたたき台ということで、毎回、出して

いるので、一応、そういった認識でいいと思いま

すけど。 

○森戸座長 今日、初めてだから、持ち帰って検

討していただければと思いますが、持ち帰るに当

たっては、前の条文も含めてご覧いただいてと思

っておりますので、よろしいでしょうか。 

 では、次に行きます。第４項ですね。政策形成

過程の説明なんです。これは、いかがでしょうか。
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これは、必要に応じてと入ったのは、全てではな

いですよという意味なんですね。そういう意味で、

これを入れたということですね。これは、他の議

会も結構、この文言で入っているんですよ。栗山

町議会なんかは入っていましたね。 

○中山議員 第３項と同様で、議会が、市長が提

案する議案に対して、きちんと精査するためには、

このプロセスというのは必要かなと思っていまし

て、この明記については、特に異論はありません。 

○森戸座長 ほかにありますでしょうか。 

○片山議員 すみません、質問なんですが、これ

は、多分、最初の原案だと、政策決定過程と書い

てあるのかな。それが、政策形成過程に変わった

ということでいいんですか。 

○飯田議会事務局次長 こちらは、他市の例など

を参考にさせていただいて、決定というよりも、

どちらかと言いますと、形成していく過程の説明

を求めていらっしゃることが多いのかなと思いま

して、決定でも構わないんですけれども、形成と

いう方が、プロセスという感じがいたします。で

すので、ほかの市の例を参考につくった正副座長

の案ということで、お示ししておりますので、こ

れはこだわらないところでございます。 

○片山議員 あと、もう一つは、原案には、事業

も入っていたりとか、議案として提案というとこ

ろがあったんですが、それが、そういう形ではな

く、必要に応じてという形になったので、これは、

議案としてということではなくても、何かしらあ

れば説明を求めるということですね。 

○森戸座長 そうですね。議案とはしていないで

すね。計画、政策、施策、その中には議案も入る

ということだと思います。 

 ただ、市長がこれに応えるかは、また別の問題

なんですね。ここは、市長部局も、かなり抵抗が

あったところですよね。ちょっと難しいかなとい

う感じでしたね。 

 それで、ちょっと今、なかなかご意見が出ない

というのは、初めて見たというのもあると思うん

ですよ。（不規則発言あり）わかりました。 

 では、一応、４はいいですか。 

○白井議員 細かい話なんですけれども、この第

４項の最後、政策形成過程とあるんですけれども、

その前の行で、計画政策等についてとある中で、

政策形成過程と言うと、何か限定的かなと。言葉

の遊びになってしまうんですね。ですから、政策

を取って、形成過程で、それらとか。 

○森戸座長 そうですね、その方がいいんですね、

ダブってしまう。その政策は取ってもらうという

ことですね。 

 では、次に５番目にいきますね。一致でいきた

いんですが、ただ、ちょっと一抹の不安が残るの

で、とりあえず、全部、提案用紙にして、よけれ

ば丸で、意見があればとしておいた方がいいかな

と。今日、初めて見られたので、もう一度読み返

してみたらということもあると思いますので、ち

ょっと、念のため。一応、一致はしたということ

ですね。２、３は完全に持ち帰りですね。 

 次に、５番目です。議員は、議案等の審議に当

たっては、適切にという、当たり前のことなんで

すけどね。あと、議会は、市長等から質疑の論点、

趣旨を確認するため、発言を求められた場合には、

その発言を求めることができると。 

○五十嵐議員 ちょっと、ここに違和感を感じる

んですね。認めることができるという表現なんで

すけれども、議会は、でしょう。市長側から、質

疑の論点、趣旨を確認するため発言を求められた

場合には、ということは、この文章どおり読むと、

質問の意図がちょっと分かりにくいので、それは

どういう意味ですかということですよね。当然、

質問している人は、その発言に対して答えないと

いけないと思うんですよ、聞いているわけですか

ら。なのに、ここでは認めることができるという

言い方になっていて、これはちょっとおかしいか

なと思うんですが、どうでしょうか。 
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○白井議員 これは、認めることができるという

のは、認められる対象は市長等ですよね。 

○森戸座長 いえ、議会の議員……。 

○白井議員 違いますよ。議会は、認めることが

できるで、誰が誰に対してというのは、市長等に

対してですよ。 

○森戸座長 違うんですよ。市長等が、議員に対

して、発言を認める。つまり、こういうことなん

ですね。これは、何でかと言ったら、議会はとい

うことを主語にしているから、分かりづらいんで

す。つまり、市長が、誰々議員が質問された、意

図がよく分からないと。そのときに、はいと手を

挙げて、あなたの言っていることは、こうこう、

こういうことでいいんですかということを問う。

それに対して、議員は「そうです」と言うのか、

「いや、それは違うよ」と言うのか、議員はそこ

で答えるということなんですね。 

 本当の反問権というのは、そういうことではな

いんですよ。一応、反問権の範囲に入れてしまっ

たんですけれども、普通は、あなた、そう言うけ

ど、じゃ、その財源、どうなんだと。そういうこ

とを議員に聞くと。その議員が、いや、そう言う

けどと、これが反問権なんですよ。でも、そうな

ると、永遠にその議論が続いていって、終わるこ

とがないんじゃないかというのもあって、だから、

そういうのは難しいと。なので、あくまでも質問

の趣旨が分からないときに、市長が議員に聞くこ

とができるというふうにしたんです。（不規則発

言あり）認めることができる、表現ですね、そこ

は分かります。だから、発言を認めるものとする

と。だから、議会が、できる、でいいのかという

ことでしょう。それは、いろいろだと思いますの

で、皆さんのご意見を頂ければ。 

○中山議員 やはり、座長がおっしゃったように、

延々とループしていったときに、どこで止めるか

というのはあると思うんですね。だから、それを

どうしようということを思っていたんですけれど

も、でも、現状、議会の議事進行なんかを見てい

ますと、あまり、どっちも一緒かなという思いも

あって、議事進行だって、あれは、延々とやろう

と思えばできるわけじゃないですか。ですから、

あえて、そこをどういう表現にするかというのは、

ちょっと今、それがふと頭に浮かんだものですか

ら、そこに座長に指されたものですから、ちょっ

と悩んでいるところです。 

○森戸座長 本来は、議長と委員長が、議事整理

権の中でやるというのが、在り方としてはあると

思うんです。ただ、なかなか、そうは言っても、

分からない場合もあるので、市長が直接的に、議

員に対して、ちょっと、それを今、言われたんだ

けれども、よく分からないので、もう一回言って

くれと。そのときに、五十嵐議員が言うように、

それに答える必要がないということがあるのかと

いうことですよね。 

○斎藤議員 本当の意味での反問権とか、議員間

の討議というのか、もうちょっと、こればかり言

って本当に申し訳ないんだけれども、これも、議

会改革の中でやることであって、今回の条文を作

る上では、この程度の表現であれば、私は、今、

座長がおっしゃったように、委員長の議事整理権

の中でやってきていることだし、その発言を１回

の質問に含めないというようなことは、ここで条

例上、うまく整理できるのかなということで、場

合によっては、市長が、自主的な反問をするとい

うことにも使えるかなということで、それはいい

のかなと。 

 ですので、本来の意味の反問権や、議員同士の

討議というのは、別のところでやっていただけれ

ばいいなと思っていました。 

○森戸座長 それで、五十嵐議員からは、これは

認めることができるでいいのかと。認めるものと

するじゃないのかということなんですよ。それは、

どちらでもいいと。 

 まあ、認めるものとする、なんだろうね、論点
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を整理する意味では。 

 では、認めるものとするということにして、皆

さん、これも持ち帰っていただけますか。これは、

大体、いいんじゃないかと思うんですけどね。 

○片山議員 私も、この文章がよく分からなくて、

発言を求められた場合には、その発言を認めるも

のとするでも、認めることができるでも、ちょっ

と、ここは、文章としての精査を持ち帰ってした

方がいいかなと。 

○森戸座長 一致すれば、ちょっと、文章は一般

で考えていただきたいなと。 

○五十嵐議員 自分で問題を投げておいてあれな

んですけれども、どういう想定かなと考えたとき

に、これは、発言を認めるのが、議長なり委員長

なり、そういう人たちということになると、認め

るものとするでも、認めることができるでもいい

のかもしれませんね。ただ、それがないから、何

か、ちょっと、議会はになっている気もするんで

すね。そういう意味では、ちょっと、文章はもう

少し考えた方がいいかなと。 

○森戸座長 ああ、そうか、議長ね。議長は、委

員長は、議会でいい。では、議会はということも

含めて、議長または委員長は……。 

 だから、議会はと入れないで、市長等から、質

疑の論点、何とかを確認するためということにし

ますか、議会というのは入れないで。発言を求め

られた場合には、議会は、市長の発言を認めるこ

とができる。全体的に一致すれば、第１班にお願

いしたいと思います。内容的によければ。今の意

見も踏まえてということで。 

○渡辺（ふ）議員 すみません、言い回しも含め

て投げるのかもしれないですけれども、議論の論

点、趣旨を確認するため、発言の許可を求められ

た場合には認めることができるものとする、みた

いな感じの方が、すっきりして分かりやすいのか

なと思いますけど。 

○森戸座長 許可を求められた場合には、認める

ことができる。 

○白井議員 逆に、ここは取ってしまっていいの

かなと思うんですね。何でかと言いますと、さっ

き、どこかでお話があったように、議長の議事整

理権の範囲でやっていることであって、それを言

い出すと、例えば、どこかに議事進行のことも書

くのかみたいな話も含めてあると思うんです。こ

れは、そんなに、ここに書かないといけないこと

なのか、何か、具体的に書き出すとやぼったくな

るし、議会は、以降ですね。だから、最初の文章

はそのままイキで、議会は、以降、もうまるっと

取ってしまう。（不規則発言あり）いや、これは

ね、私は、入れておいた方がいいと思います。必

要なことだと思います。 

○片山議員 それは反対です。今、行われている、

反問的なものの補完ぐらいの表現だけれども、そ

ういったこと以外にも使える可能性を含んだもの

としては、私は、入れておいた方がいいと思って

います。ただ、文章は精査した方がいいかなと思

います。 

○中山議員 実は、作業部会で文言等をまとめて

もらえればいいのかなと思っていたんですが、こ

の場で方針が決まらないと、作業部会で、多分、

作業できないと思うので、ちょっと意見を申し上

げますと、やはり、一つの条項というか、号の中

で、主語が二つ出てくるというのは、ちょっとな

かなか、まとめにくいので、例えば、この二つ目

の、議会はのところを取って、前の文とつなげる

というか、「質疑するものとし、」という形でつ

なげていけば、うまくまとまるんじゃないかなと。

ただ、それは、作業部会の方でうまく議論しても

らえるかなとは思ってはいるんですが。 

○森戸座長 議員は、から始まって。今のご提案

もありましたので、そこも含めて持ち帰っていた

だけないかと。取った方がいいのかなというご意

見もあって、ただ、取るのは反対という意見もあ

るので。わざわざ市長に権限を与えるのもどうか
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という意見もあるんですね。 

 どうぞ、どんどん意見を言ってください。 

○鈴木議員 現状、意見はいろいろありますけれ

ども、不規則発言ではあるけれども、正式な発言

としての反問権ということはないんですよね。議

員の方から見ると、議事進行ができると。ただ、

その中で延々と続くようであれば、議事整理権の

中で、議長なり委員長が整理するということが、

現状、行われている。そこに対して、質問の趣旨

を質すという意味で、市長の質問というのを受け

止めることも必要なのではないかという条文だと。

そこで、議員は、適切な質問の方を、こういう質

問の仕方を、質疑するものとするとして、それに

対して、今度は、市長に発言を求められた場合に、

議会がそれを認めることができるものとするだか

ら、認めるか認めないかも、そこは、議長なり、

委員長の判断ということでしょう。議事整理権の

中でそれを行うということであれば、やはり、こ

こは取るべきではないと思うし。 

 ただ、五十嵐議員の言うように、認めることが

できるという、弱い表現でいいかという、そこの

ところは、まだ議論が必要だと思うんです。基本

的には、それは市長からの質問趣旨を確認する意

味での質問というのは認めるべきだと思っている

ので。ただ、言い方として、あまり回りくどくな

ってもいけないという思いはあります。分かりや

すくあってほしいと思うので。だから、そこのと

ころ、大方の意思が確認できれば、そこの細かい

ところは、作業部会に送って議論してもらうのも

いいかなと、私はそのように思っているんですけ

れども。 

○森戸座長 そういうことだと思うんですね。 

 それで、これは、論点整理ということがあって、

意見が政策的に分かれたときに、お互いが、例え

ば、議員の中でも意見を出し合う、市長からも、

その説明を求めると。そのときに、きちんと論点

が整理ができるかどうか、その整理ができたこと

を、きちんと市民に説明がつけられるかどうかと

いう目的だと思うんです。だから、単純に、なけ

ればないでもいい部分でもあるんだけれども、私

たちの、この論点整理の力を、どれだけ高められ

ていくかというところが、非常に問われるところ

なのかなというのがあって、ここは、盛り込んで

あるかなと思っているんですね。 

 かなり、思い出さないんですけれども、議会と

しての、市民への説明責任がきちんと果たせるか

どうかというのは、いろいろな場面、場面で問わ

れてきたんです。だから、そのためには、やっぱ

り、議論しないと高まっていかないということが

あるので、そこをどう、ここで盛り込むかという

ことだと思います。 

 なので、基本的に、入れるかどうか、それから、

認めることができるを、認めるものとするという

ことにするかどうかですね。その辺りが決まれば

いいのかなと思うんですけどね。 

○五十嵐議員 私は、この文言は入れた方がいい

と思っているんですね。現状、多分、市長部局、

その話の成り行きで、そういうような発言だと思

いますがと言いながら答弁するときもあるだろう

し、もしかしたら、そういうことでしょうかと言

ってしまっている部長とか、いるかもしれないん

ですけれども、本来、基本的には、向こうから、

こういう意味ですかと言うことはないんですよね。

言ってはいけないと、みんな思っているはずだか

ら。私は、その論点の整理をするために、これは

あった方がいいとは思いますけどね。 

○森戸座長 手法として、論点をぼかす場合もあ

りますね。テクニックとして。答弁を避けている

とかね。 

 だから、そういう意味では、それは別として、

論点を整理するという意味では、必要なことかな

ということですね。 

 全体的には、どうでしょうか。盛り込んでいく

ということは、いいですね。白井議員、そもそも
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外すつもりではないと思っていますので。 

 では、これは、大体一致でよろしいですか。 

 あと、ちょっと、文言の整理とかは、いろいろ

ありますので、そこはもう第１班にお任せしたい

んですが、中山議員、いいですよね。大体一致し

たので。市長のところを盛り込むことも一致しま

したので。 

○片山議員 作業部会で見るとは思うんですが、

ほかも、お持ち帰りになっているということで、

全体に提案してくるので、精査した文書を皆さん

から出してもらえると作業部会ですり合わせたい

と思います。 

○森戸座長 一致しているけれども、もう少し分

かりやすい文章に、私だったらこうできるという

ものがあれば、それは、是非、提案をお願いした

いと思います。 

 次に、第６項です。議会は、必要に応じて、市

政の重要事項について、市長等の報告を求めるこ

とができる。これは、主には市長報告なんですけ

れども、市長報告というのは、ちょっと、局長、

どういうときがあるか説明していただいてよろし

いですか。 

○加藤議会事務局長 市長報告については、この

ハンドブックの中で、いわゆる議会運営委員会の

委員会決定の中だと、52ページなんですけれども、

委員会において、政治問題として何らかの対応を

すべきであるとの結論が出た場合に、委員長は、

議長にその旨を申し入れて、議長は、委員会から

の申し入れを、議会運営委員会に諮問し、その取

扱を協議する、こういう申し合わせがハンドブッ

クの中にあります。 

 また、市長の方から、いわゆる委員会ではなく

て、本会議の中で重要な事項について、今定例会

の中でも、一度あったと思いますけれども、そう

いう形で、本会議の場で書面をお配りした形で、

市長報告をするということで、基本的には、市政

の重要事項についての報告という位置付けになっ

ております。 

 ちょっと、補足で申し上げますと、委員会の中

で、行政報告というのがされていると思いますけ

れども、あの行政報告については、特に、何か決

まり的に、何か規定されているというものはござ

いません。言ってみれば、事実上の、部局側から

議会に対して情報提供という意味も含めての、報

告という位置付けでされているという形の、そう

いう二本立てになっていて、市長報告は、今、申

し上げたような、より、かなり重要事項について、

しかも、本会議で、文書を配付した形で報告する

と、こういう位置付けになっております。 

○森戸座長 ということです。 

 これと、前のたたき台の文章では、市長は、と

なっていたんですね。それを議会は、と変え、先

ほどの局長が読み上げられた、52ページ、政治問

題として何らかの対応をすべきであるという結論

が出た場合に、委員長は議長に申し入れ、議長は、

委員長からの申し入れを議会運営委員会に諮問し、

その取扱を協議するという流れになっています。 

 問題は、これと、その次の第11条の、全員協議

会との兼ね合いなんですね。第11条は、市長が都

市計画及び重要政策等に関して、議会の意見を聞

く場合に、議長が招集し、開催するものとすると

してあります。これは、市長から全員協議会の開

催を求められた場合に、議長は速やかに対応する

と。議員が、全員協議会の開催を要求した場合は、

議長が速やかに対応する。 

○飯田議会事務局次長 全員協議会の規定でござ

いますけれども、全員協議会というのは、事実上

の会議ということで、ほかの市の例で、どういう

ものがあるかということをお調べしたところ、全

員協議会の規定がないところがほとんどでござい

ました。申し上げますと、多摩市、調布市、東村

山市、小平市、八王子市、会津若松市、栗山町で、

いずれも規定はございませんでした。 

 規定のあるところで、流山市の例があるんです
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が、流山市につきましては、全員協議会について、

必要な事項は、流山市議会全員協議会要綱で定め

るものとするの一文だけで、こと細かに議会基本

条例に規定しているという市は、なかなか見当た

らないかなと思っております。 

○森戸座長 この全員協議会は、小金井市の場合

と、他市の場合と、かなり違う場合があって、他

市の場合は、議案を全員協議会で説明して……。 

 ちょっと休憩します。 

午後４時52分休憩 

                  

午後４時54分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 今、全員協議会の位置付けは、それぞれの、他

市、まちまちということで、ご理解いただければ

と思います。 

 それで、時間がそろそろ来まして、ここの部分

は、市長等の報告を求めることができるというこ

とで、これはよろしいでしょうか。 

○斎藤議員 ですから、ここで言えば、その次、

たたき台では、第10条の市長報告をここに入れて

しまえばいいかどうかということだけ、皆さんに

聞いていただければと。私はこれでいいと思いま

す。 

○森戸座長 別立てにするか、第９条に入れるか

どうかということですね。 

 前のたたき台は、市長は、が主語になっていた

のを、議会は、に変えたということですね。 

 では、よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、この第１項から第６項まで、

お持ち帰りいただいて、また、協議させていただ

きたいと思います。 

 本日は、策定代表者会議を終了したいと思いま

すが、よろしいですか。 

○宮下副座長 すみません、最後の締めで、第１

項から第６項まで持ち帰るという表現の部分で、

第１項と第４項と第５項と第６項は一致が前提と

なっていますから、それで、純然たる持ち帰りは、

第２項と第３項という。 

○森戸座長 ただ、あまりそうしない方がいいか

なと。大枠で一致しているぐらいにしておいて。

ただ、持ち帰ってみたら違っていたということも

あるかもしれないので。大体、大枠は一致したか

なと。この場では一致したとしておいて。 

 一応、全部持ち帰っていただくということで、

お願いします。 

 では、本日はお疲れ様でした。議会基本条例策

定代表者会議を終了いたします。 

午後４時56分閉会 


